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６．議事日程 

  第 １ 一般質問 

（１）今後の子育て支援についてほか 祢 津 明 子 議員 

（２）地域交通についてほか 大日向 進 也 議員 

（３）性の多様性についてほか 山 城 峻 一 議員 

（４）障害者福祉についてほか 玉 川 清 史 議員 

（５）一般廃棄物（ごみ）についてほか 小宮山 定 彦 議員 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（西沢さん）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１「一般質問」 

議長（西沢さん）  日程第１ 一般質問を行います。 

 初めに、４番 祢津明子さんの質問を許します。 

４番（祢津さん）  おはようございます。 

 ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をいたします。 

 １、今後の子育て支援について。 

 イ、保育園、幼稚園について。 

 人生１００年時代を見据え、人づくりこそが時代を切り開く原動力として、政府が掲げた人づ

くり革命の目玉政策の一つに、２０１９年１０月より、幼稚園、保育所、認定こども園などを利

用する３歳から５歳児クラスの子ども達、住民税非課税世帯の０歳から２歳児クラスまでの子ど

も達の利用料が無償化となりました。 

 無償化の趣旨は、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成や義務

教育の基礎を培う幼児教育の重要性とのことですが、消費税増税に伴う景気低迷を打破したい政

府や各市町村では、子どもの保育料を無料にすることで、町おこし、人口の増加を促進させたい

という考えもあったかと思います。 

 そこで、まず１つ目の質問として、令和元年８月、内閣府・文部科学省・厚生労働省の「幼児

教育・保育の無償化について」の資料によりますと、財源については、財源負担の在り方は国と

地方で適切な役割分担をすることが基本で、消費税率１０％への引き上げによる増収分の使い道
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を見直すことにより、必要な財源を確保する。負担割合は国２分の１、都道府県４分の１、市町

村４分の１。ただし、公立施設は市町村等１０分の１０、財政措置として初年度に要する経費を

全額国費で負担。事務費は、初年度と２年度を全額国費、システム改修費は、平成３０年度、令

和元年度の予算を活用して対応するという記載がされています。 

 そこで、新制度がスタートすることによる町の財政負担はどのようになりましたか。 

 ２つ目に、保護者の方たちの中から、無償化だからこそ幼稚園へ入園させたいという声や、ま

ず幼稚園に入園希望を出し、定員がオーバーしたら保育園に入園させるという保護者、または、

仕事の都合で保育園に入れたいが定員オーバーと言われ、幼稚園へ入園という声も聞こえてきま

す。 

 そこで、新制度がスタートすることによる保育園、幼稚園の入園者の状況はどのようになりま

したか。 

 ３つ目に、無償化で保護者にとっては子どもを預けやすくなったと思います。しかし、無償化

になっただけで、保育士の確保が難しい状況は変わったわけではありません。今のところ大きな

環境の変化はないかもしれませんが、今後、職員が少ない中でたくさんの子ども達を見ることに

なっていくことも予想されます。一人一人の子どもへの手厚い対応が難しくなることで、保育の

質の低下を招くのではないかと懸念しています。 

 そこで、保育士の人数や保育体制に何か変化はあったのでしょうか。 

 ４つ目に、申込み締め切り後の入園希望者にはどのように対応しているのでしょうか。 

 次に、ロ、町立保育園に特色を。 

 現在、世界で注目されている子どもの自主性を伸ばす教育法として、イエナ・プラン教育、シ

ュタイナー教育、モンテッソーリ教育などがあります。「自律と共生」がテーマであるイエナ・

プラン教育は南佐久郡佐久穂町の大日向小学校が、「からだ・こころ・あたまのバランス」が

テーマであるシュタイナー教育は飯綱町のみんなの学校、「自己教育力」がテーマであるモンテ

ッソーリ教育は長野市吉田マリア幼稚園、上田市の芙蓉園が教育基本理念として取り入れ、将棋

の藤井聡太さんや、マイクロソフトのビル・ゲイツ氏、フェイスブックのマック・ザッカーバー

グ氏が受けたことで有名です。 

 今年の４月には、自己主導の学び、協同の学び、探求の学びを展開する幼少中混在校として、

軽井沢風越学園が開設、来年２０２１年４月には、上田市に「知識、スキル、姿勢。世界という

選択肢を全ての子ども達へ」を理念として、幼児期から日本人らしい国際人の心とスキルを、

様々な体験を通して育てるインターナショナルスクールオブ長野の上田キャンパスが、２拠点同

時オープンとなる予定です。 

 このように、幼児教育に加えプラスアルファで英語、音楽、運動、自然など何かに特化し、戦

略性を持った私立幼稚園、私立保育園などがたくさん出てきています。 
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 その中で、公立保育園はどのようにしていけばよいのでしょうか。私立同様戦略性を持つ必要

があるのでしょうか。それとも、私立へ受け入れられない子どもの受け皿としてやっていくので

しょうか。無償化によって保護者のニーズや、今までとは違う幼児教育の考えが出てきたときに、

行政としてどう対応していくのでしょうか。 

 そこで、質問いたします。 

 １つ目に、現在、町の保育指針はどうなっているのでしょうか。 

 ２つ目に、これまでの町独自の取り組みについて、どうなっているのでしょうか。 

 ３つ目に、村上保育園はびんぐし公園が近いため、通常保育プラス自然保育、坂城保育園は、

子育て支援センター併設を生かし、通常保育プラス特性のある子ども達に、より手厚い保育、南

条保育園は、小学校での音楽活動が盛んなので、通常保育プラス音楽など、３保育園それぞれに

特色を持たせることも一つかと考えますが、町のお考えをお尋ねします。 

 次に、ハ、子育て世代包括支援センター設置について。 

 ニッポン一億総活躍プランにおいて、令和２年年度末までに子育て世代包括支援センターの全

国展開を目指すこととされています。 

 子育て世代包括支援センターとは、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、

総合的相談・支援を提供するワンストップ拠点です。母子保健法の改正により、平成２９年４月

から母子健康包括支援センターを市区町村に設置することが努力義務とされ、さらにセンターに

ついては、平成２６年度から実施されている妊娠・出産包括支援事業と、平成２７年度から開始

された子ども・子育て支援新制度の利用者支援や子育て支援などを、包括的に運営する機能を担

うものであり、専門知識を生かしながら利用者の視点に立った妊娠・出産・子育て関する支援の

マネジメントを行うことを期待し、設置を進めているものです。 

 そこで、質問いたします。 

 １つ目に、第２期坂城町子ども・子育て支援事業計画の中にもある子育て世代包括支援セン

ターの設置目的と今後の取り組みについて、どうなっているのでしょうか。 

 ２つ目に、子育て世帯の方に対し、乳幼児健診やイベント案内等の地域情報を発信するために、

令和２年４月１日より登録が可能となった、さかき子育て応援アプリ『はぐはぐ』が導入されま

した。母子健康手帳に併せてお子様の健康データの記録、管理や予防接種のスケジュール管理、

出産・育児に関するアドバイスの提供など、便利な機能が充実しているとのことですが、その登

録者数及び登録者数を増加させるための取り組みがどうなっているでしょうか。 

 以上、イ、ロ、ハについてお伺いいたします。 

町長（山村君）  おはようございます。 

 ただいま祢津議員さんから、１番目の質問としまして、今後の子育て支援について、イ、ロ、

ハとご質問がありました。 
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 その中、イの保育園、幼稚園についてのご質問につきまして、私が主に制度全般についてお答

え申し上げまして、詳細につきましては担当室長から答弁いたします。 

 まず、平成２４年８月に、子どもや子育てをめぐる様々な課題を解決するため、子ども・子育

て関連３法、これは子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部を改正する法律、そして、子

ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、

この３つでございますけども、これが成立し、２７年４月から、子ども・子育て支援新制度が開

始されました。 

 この子ども・子育て支援新制度の主な取り組みの１つ目としまして、子どもの数が減少傾向に

ある地域において、保育機能を確保するための給付制度として、幼稚園、保育所、認定こども園

への施設型給付と、小規模保育等への地域型保育給付が創設されたところであります。 

 ２つ目といたしましては、幼稚園、保育所それぞれの機能と特徴を兼ね備えた認定こども園の

さらなる普及、そして３つ目といたしましては、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の拡充

を図ることが掲げられております。 

 新制度が開始されましてからこれまでの５年間、町では平成２７年度から令和元年度までの第

１期子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもや子育てに関する支援対策として、保育園、

子育て支援センターを福祉部門から教育委員会へ所管替えを行い、子ども支援室を新たに創設し

て、総合的に子育てを推進してまいったところであります。 

 次に、新制度に伴う財源についてですが、新制度に変わり新たな財源といたしましては、子ど

も・子育て支援交付金が創設されました。交付要綱に定められた一時預かり事業や地域子育て支

援拠点事業などを実施し、子育て事業を推進することで、国と県からそれぞれ交付金を受けてい

るところであります。 

 子育てに関する町の財政負担でございますが、市町村が行う事業は、地域子ども・子育て支援

事業と法律上位置づけられているところであります。 

 町では、子育てに関する悩み、育児に対する不安など、相談体制の拡充を図り、子どもの成

長・発達に合わせた専門の相談員による指導など、子育てや保育事業全体に要する事業費の拡大

と保育負担金等の歳入の減額分も加わり、財政負担といたしますと増加しているというのが現状

であります。 

 さらに、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、昨年１０月からの６か月間、町立保育園の無

償化に対しましては、国が消費税増税分を財源に、全額臨時交付金として補填されましたが、今

年度以降につきましては、地方財政措置として普通交付税の需要額の一部に算定されることから、

無償化以前の保育料相当額と単純に比較することは困難であるということであります。 

 また、無償化のほかに、昨年度から変わった点としますと、今年４月から町内の私立幼稚園が

安定的・継続的運営を行うため、新制度である施設型給付を受ける幼稚園へと移行する選択をさ
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れました。 

 具体的には、新制度における施設型給付対象の幼稚園は、地域のニーズや需要に対して供給で

きる体制を整えること。人材確保や質の向上に努める幼稚園として町が確認と指導監督を行い、

国、県、町から財政面での支援を受けるものであります。 

 ただし、新制度への移行により幼稚園の教育方針や独自の建学に基づく教育内容が変わるもの

ではありません。 

 また、保護者が負担する利用料につきましては、無償化実施に際し、幼稚園利用者に上限額が

設定されておりましたが、４月からは町立保育園の３歳以上児と同様に無償となりました。 

 今後も、全ての子どもに質の高い教育と保育を提供するという新制度の目標の下、町内保育園

と幼稚園が共に坂城町の子どもが地域でのびのびと健やかに成長できるよう、坂城の子は坂城で

育てるのスローガンの下、子育て世帯への経済的支援を継続し、子どもや子育て家庭を切れ目な

く、さらにいろいろ支援してまいりたいと考えております。 

子ども支援室長（鳴海さん）  私からは、１、今後の子育て支援についてのうち、イ、保育園、幼

稚園についてと、ロ、町立保育園に特色をについて、順次お答えいたします。 

 新制度がスタートしてからの入園者の状況でございますが、まず、保育園におきまして３園合

計人数は、平成２７年度が３１２人、２８年度が３２４人、２９年度が３４５人、３０年度が

３４６人、令和元年度が３３５人、２年度が３２４人となっております。 

 また、町内の幼稚園の入園者数は、２７年度が７１人、２８年度が５７人、２９年度が５４人、

３０年度が５０人、元年度が５２人、２年度は５４人という状況でございます。 

 新制度開始以降、３０年度までの推移といたしますと、保育園の入園者数は増加する一方、幼

稚園は減少しており、これらの要因として、子育てをめぐる環境の変化と合わせて、就労する家

庭の増加などが考えられ、長時間預けることのできる保育園を選択されたことや、町の子育て世

代の経済的な支援策などが影響したものと捉えています。 

 そして、幼稚園につきましては、昨年１０月から国の施策で実施されました幼児教育・保育の

無償化により、３歳から５歳児の利用料が月額２万５，７００円まで無償となったこと。さらに、

今年度からは新制度で創設されました施設型給付を受ける幼稚園に移行しましたことにより、保

育園と同様に利用料が無償となりましたので、昨年度と今年度については入園者が増加している

といった状況でございます。 

 次に、保育士の人数や体制の変化についてでございますが、保育体制といたしますと、保育に

あたる保育士の数は、国で定めている基準に基づき配置しておりますので、新制度の開始による

体制の違いはございません。 

 また、入園申込み締切り後の希望者への対応というご質問でございますが、保育の必要性を認

定した後、希望される保育園の申込み状況、クラスごとの児童数等により随時対応を行っており
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ます。 

 町立保育園では、申込み状況からクラス編成を行い、新年度の保育体制を整えておりますが、

その年により希望する園や人数が異なることもあり、利用に際しましては調整をさせていただく

ケースもございます。 

 町内保育園と幼稚園につきましては、子どもの成長や発達に関し、子育て支援センター相談員

をはじめ、各分野の専門の先生方から助言をいただくなど、早期からの必要な支援につなげるた

め、スムーズな連携のさらなる強化に努めていきたいと考えております。 

 続きまして、ロ、町立保育園に特色を、の質問についてお答えいたします。 

 町保育園の保育指針につきましては、厚生労働省が告示する児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準として、平成３０年度に改定された保育所保育指針を基に、町の目指す保育目標を定め

ております。 

 この国が示す保育所保育指針には、保育園の基本となる考え方や保育内容、子どもの健康・安

全、子育て支援及び職員の資質向上が具体的に示されており、運営に関しては、この指針におい

て規定される基本原則を踏まえ、保育所の機能及び質の向上に努めなければならないとされてお

ります。 

 町の目指す保育園の姿といたしまして、子ども一人一人を大切にし、保護者とともに地域に根

差した保育園を掲げ、心身ともに健康な子どもを育むため、友だちと本気で遊べる子ども、友だ

ちを大切にし、おもいやりのある子ども、そして、最後までがんばれる子どもの３つを保育目標

としております。 

 各保育園では、この国の保育指針及び町の保育目標に基づいた保育におけるねらいとして、健

康、人間関係、環境、言葉そして表現の５つの観点から、保育士が子どもの健康と安全を配慮し、

子どもの発達や一人一人に合わせた保育を行っております。 

 また、保育に当たる保育士は、子どもの小学校入学までに自立心を育て、人と関わる力を養う

こと、友達との様々な体験の中から協同性を育むこと、また、身近な環境に親しみ、興味や関心

を持って豊かな感性が育つよう、状況に応じた支援を大切にした保育に努めているところでござ

います。 

 次に、町独自の取り組みにつきましては、これまで子育て世代への経済的支援を講じてまいっ

たところでありまして、平成２６年度からは保育園の同時利用でない場合につきましても、第

３子以降のお子さんの保育料を半額とし、２８年度からは第３子以降のお子さんの年齢に関係な

く、保育料を無料としてきたところであります。 

 また、昨年の１０月から開始となりました３歳から５歳までの幼稚園、保育所、認定こども園

などを利用する子ども達の利用料が無償化されたことと合わせまして、保育園では、主食以外の

副食費につきましても、同時通園の第２子については半額とし、年齢に関係なく第３子以降につ
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いては無料としているところであります。 

 こうした経済的支援のほかにも、幼保小中高の連携を図り、個々が必要とする様々な支援を行

う体制を整え、インクルーシブ教育の推進を町独自の取り組みとして図ってまいったところでご

ざいます。 

 続きまして、町立保育園に特色をというご質問でありますが、先ほど申し上げましたそれぞれ

の園の保育におけるねらいを踏まえ、３保育園におきましては、それぞれの地域性や園の特徴を

生かした保育に努めております。 

 園ごとに申し上げますと、南条保育園では３園の中でも在園児数が一番多いことから、園生活

の中では異年齢の園児同士の関わりを大切にし、みずからの気づきや、優しい心を育む保育を行

っております。また、園庭には大型複合遊具があり、体の動きやバランス感覚を遊びの中から養

うことができますし、園庭の段差を使った芝滑りなどを行うことで、楽しみながら体力づくりが

できています。 

 次に、坂城保育園でありますが、坂城保育園は、坂城地区のほぼ中心に位置していることから、

公共施設を活用した園外活動を行っております。例えば、鉄の展示館や坂木宿ふるさと歴史館を

訪れたり、坂城駅や坂城神社も散歩コースの中に含まれております。 

 また、今年度は新型コロナウイルス感染症対策のために行えませんでしたが、例年であります

と、駅前の１６９系を使ったクールシェアスポットで、電車内で紙芝居を見たり、坂城高校との

交流として、年長児が高校の文化祭に招待されダンスを披露し、また、保育園の運動会には高校

生が園へ出向いて園児の応援をしたり、一緒にソーラン踊りをするなど、楽しく交流が行われて

おります。 

 そして、園舎の２階には、子育て支援センターが併設されていることから、年長児を対象に図

書コーナーで本を借りることができ、みずから手に触れ好きな本を選ぶことができるのも特徴の

一つとなっております。 

 また、村上保育園では、隣接するびんぐし公園を利用して、日々の保育の中で自然や季節を感

じることができ、遊びの中から探求心や好奇心を育む保育をしています。 

 そして、今年は新型コロナウイルス感染症の関係で実施できませんでしたが、地域にある施設

の高齢者の方々と手遊びをしたり、歌を歌ったり、直接交流することでしか味わえない体験を行

っています。 

 加えまして、３園共通の特色といたしますと、小学校に配置されているＡＬＴ、外国語指導講

師が各保育園の年長・年中児クラスを対象に毎週訪問し、子どもが英語をより身近に感じること

ができるように、英語遊びの時間を取り入れています。幼児期から正しい発音を耳にし繰り返す

ことで、単語や挨拶が身につくなど、英語に親しみ学ぶ時間を定期的・継続的に設けております。 

 このように、それぞれの保育園では地域の方々との関わりを大切にしながら、自然豊かな環境
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の中で保育を実施しております。町立保育園でありますので、特色などに大きな違いはありませ

んが、保育は保育士との関わりだけでなく、地域との結びつきや保護者との連携、関係機関や団

体との関わりを重視し、保育を行っているところでございます。 

保健センター所長（竹内さん）  ハ、子育て世代包括支援センター設置についてのご質問にお答え

いたします。 

 子育て世代包括支援センターは、妊産婦、乳幼児等の状況を継続的、包括的に把握し、妊産婦

や保護者の相談に保健師などの専門家が対応するとともに、必要な支援の調整や、関係機関と連

絡調整をするなどして、母子保健分野と子育て支援分野の両面から切れ目のない支援を提供する

ことにより、育児不安や虐待の予防に寄与することを目的とし、平成２８年６月２日の閣議決定

により、本年度末までに全国展開を目指し取り組むこととされました。 

 子育て世代包括支援センターの具体的な業務といたしましては、妊産婦健診、乳幼児健診、乳

児家庭全戸訪問事業など、妊娠初期から子育て期にわたり、妊娠の届出等の機会に得た情報を基

に、妊娠、出産、子育てに関する相談に応じ、保健、医療、福祉、教育等の地域の関係機関によ

る切れ目のない支援を行うことが求められており、１、妊産婦、乳幼児等の実情を把握すること。

２、妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言、保健指導を行うこ

と。３、支援プランを作成すること。４、保健医療または福祉の関係機関との連絡調整を行うこ

と、の４つが必須業務と定められております。 

 これらの業務につきましては、保健センターの母子保健に関する各種健診や相談事業、また子

育て支援の総合窓口である子育て支援センターでの相談など、現状においても既におおむねの業

務を行っております。 

 子育て世代包括支援センターの目的は、子育て世代への切れ目のない支援の提供が最大の目的

であることなどに鑑み、保健センターと子育て支援センターの双方が持つ情報の共有など、連携

をより強化する中でその機能を最大限発揮できるよう、検討を行っているところでございます。 

 続きまして、子育て応援アプリについてでございます。 

 子育て応援アプリは、子育て世帯に対し、乳幼児健診やイベント案内等の地域情報を発信する

とともに、母子健康手帳と合わせてお子さんの健康データの管理・記録や、予防接種のスケジ

ュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供などの機能があり、無料で利用していただく

ことができるもので、今年の４月から導入いたしました。 

 導入から８か月が経過した１２月１日現在、登録者数は９７人となっており、利用されている

方からは、乳幼児健診や予防接種のお知らせが事前が届くため、受診忘れ防止に役立っている、

記念日等の記録に写真も保存できるので、楽しく利用している、などといった感想をいただいて

いるところです。 

 町といたしましても、子育てに役立つツールとして、妊娠届の提出時や妊婦とその家族を対象
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としたハッピーベビー教室に参加された際に、子育て応援アプリを紹介し、その場で登録してい

ただくといったことを実施しているところでございますが、引き続き広報さかきでのお知らせや、

乳幼児健診等、子育て世帯の方が集まる機会を捉えてご案内をし、登録者数増加のための取り組

みを行ってまいります。 

４番（祢津さん）  ただいま町長、担当課よりご答弁いただきました。 

 イについてですが、坂城町は他市町村に比べ加配の先生の充実、家庭児童相談員、臨床心理士

の先生による相談対応と巡回相談の充実、まいさぽ信州長野、社会福祉協議会との連携が密であ

り、現時点ではすばらしい体制で子ども達に対応していただいています。 

 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の時代を見据え、行政のデジタル化を推進し、ＩоＴやＡＩで利便性の

高い新たなサービスをしていただき、子育て、教育、医療、福祉の分野で人でなければできない

部分の担当職員を増員し、今後もより一層の坂城町の子ども達のためにお力添えをお願いしたい

と思います。 

 ロについてですが、これからさらに人々の想像を超えて世界は変化していくと思います。そん

な激動する時代の中をこれから生き抜いていかなければならない子ども達は、一体どのような力

を身につければよいのでしょうか。また、先生や親、周りの大人はどのようなことを意識しなが

ら子どもの育成を図る必要があるのでしょうか。 

 産業革命から始まった一昔前の時代の社会に求められる人材といえば、みんなと競う中で一番

強い人、何でも満遍なくこなせる人、このようにみんなと同じことができ、その中で長けている

人が重宝されてきました。そのため、教育においても、テストの点数がいいことや、集団を乱す

ことなくそつなく動けることが一番とされ、とにかく勉強の内容を覚えること、言われたことを

しっかり守れる子ども達の育成に力を入れてきました。つまり、言われたことを吸収する力が求

められるスポンジ力の育成教育だったかと思います。 

 ですが、今の時代は創造・刷新の０から１を生み出す力が求められる時代です。そのため、社

会に求められる人材も変化しました。今、求められる人材は、あまり多くの人が目指さないとこ

ろに目をつけ、アイデアを仕掛けられる人、ある領域に特化した異端児、このような人が今の時

代の中心となっています。 

 そして、子ども達ももちろん、産業革命のときに求められていたような力ではなく、創造と刷

新の世界で求められる力を身につけるべきです。学校の勉強を頑張ることを否定するつもりはあ

りませんが、生きるために必要な力や人として大切なことは、ほかにも山ほどあると思います。 

 今、教育は大きく変わるときが来ています。私は教育の究極の正解は、自分で決めて、自分の

言葉に責任を持つことだと思います。ぜひ一人一人の子ども達に手厚く、地域みんなで最上位の

目的である坂城の子は坂城で育てましょう。 

 ハについてですが、子育て世代包括支援センターが機能を発揮するためには、その存在や役割
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について、妊産婦や保護者はもちろんのこと、地域の住民等にも十分な周知・広報を行い、地域

の理解と信頼を得ることが基礎となります。 

 従来の解決型支援に、新たに伴走型支援を合わせた支援の多様化も必要です。保健、福祉、医

療、教育など関係機関との連携と情報共有を図り、妊娠周産期からの一貫した切れ目のない相談、

支援、情報共有の充実を推進していただきたいと思います。 

 アプリに関しては、日本人はミスを悪と考え、どうしても１００％を目指す人が多いようです。

批判は簡単です。まずは行動、行動しながら反省して変更する。それが今の時代です。日本人の

１００％神話では世界から後れを取ります。まずそれに気づき、７割よければ、まずやってみる。

やりながらトライアンドエラーを繰り返す。そして、より使いやすいものを目指していただきた

いと思います。 

 今後も、さかき子育て応援アプリ『はぐはぐ』の導入促進と周知の徹底をお願いします。 

 次に、今後の介護・医療について。 

 イ、２０２５年問題について。 

 ２０１４年３月定例会で、同僚議員が２０２５年問題について取り上げています。当時、前段

として２０１５年問題があり、団塊の世代は２０１５年に６５歳以上、前期高齢者となり、その

後、急速に超高齢化が進み、２０２５年には７５歳以上の後期高齢者となります。 

 ４人に１人が７５歳以上の超高齢化社会では、医療、介護、福祉サービスの需要が高まり、社

会保障体制が破綻してしまうという指摘が当時からあったようです。そのときの町のお考えは、

２０２５年問題の解決策として、坂城町健康づくり計画、すこやかさかき２１に沿って、町民一

人一人が健康で長生きできるまちづくりを進めていくとのご答弁でした。 

 そこで、質問いたします。 

 １つ目に、今まで坂城町健康づくり計画、すこやかさかき２１に沿って２０２５年問題に対し

行ってきた町の取り組みについてお伺いします。 

 ２つ目に、今後の課題として、２０２５年問題でポイントとなるのが人口と労働力、医療、介

護、社会保障費、空き家の５つだと思います。中でも介護については、要介護の高齢者が急増す

る一方での介護人材の不足や介護難民の急増も予測されています。 

 そして、厚生労働省の推計によると、２０２５年には高齢者の５人に１人が認知症になると言

われています。介護人材不足、介護難民、老々介護、認認介護は、２０２５年問題において深刻

な問題になるかと懸念しています。急増する高齢者に対し、介護人材不足、介護難民、老々介護、

認認介護について、今後、町の取り組みについてお伺いいたします。 

 ロ、２０４０年問題について。 

 団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年、その先に訪れるのが２０４０年問題

と言われています。２０４０年問題とは、高齢人口が３，９００万人となり、日本の高齢化が頂
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点に達する年で、現役世代の急減により、介護、福祉における人手不足、社会保障費のさらなる

増大が懸念されています。 

 ２０２５年問題では高齢者の増加が課題になっていましたが、２０４０年問題の大きな課題は

現役世代の急減にあります。２０４０年問題で起こり得る課題として、社会保障費、医療・介護、

高齢者の貧困化、自治体の４つがあるかと思います。社会保障費、つまり医療・介護・年金・保

育などの制度に使われる費用は、厚生労働省によると２０４０年の社会保障給付費の１９０兆円

となり、１２１兆円であった２０１８年の１．６倍になると推計されています。医療・介護は社

会保障費の内訳から見ると、医療が１．７倍、介護が２．４倍の増大が予測され、２０４０年に

は８５歳以上の高齢者が１千万人を突破し、医療・介護のニーズが高まる一方、医師や介護士が

不足し、十分な医療・介護が受けられない可能性が出ています。 

 高齢者の貧困化は、単身の貧しい高齢者が増えることにあります。団塊ジュニア世代は、就職

氷河期世代にも重なります。団塊世代に比べて非正規雇用が多く、収入が不安定なため未婚率が

高く、また、結婚しても子どものいない夫婦が多いのも特徴で、貯蓄が少ない。また、予想され

る年金の受給額も低くなります。 

 自治体は、２０４０年には空き家率が４０％を超え、高度成長期に整備した道路、橋、下水道

などのインフラが老朽化し、維持管理費の増大が懸念されています。 

 課題が山積みの２０４０年問題、どのような解決策があるのでしょうか。たくさんある課題の

中でも一番取り組みやすいのは社会保障費の中の後期高齢者医療費削減だと思います。現在、病

院やクリニックで受診した際の医療費の自己負担は、７０歳未満が３割、７４歳未満が原則２割、

７５歳以上が原則１割となっています。 

 団塊の世代が７５歳以上になり、医療費の急増が予測される２０２２年度に向けて、一定以上

の所得がある７５歳以上の医療費の自己負担割合を引き上げるという方針が固まりました。 

 そこで、今後、町の後期高齢者に対し医療費削減をするために、どのような取り組みをしてい

くのか、お伺いします。 

福祉健康課長（伊達君）  ２、今後の介護・医療について。 

 （イ）の２０２５年問題についてから順次お答えをいたします。 

 ２０２５年問題は、戦後の第１次ベビーブームに生まれた、いわゆる団塊の世代が７５歳を迎

える２０２５年に、日本はさらなる超高齢社会を迎えることで、介護・医療など社会保障費の増

大、労働力の不足など、様々な問題の総称でございます。 

 内閣府の令和元年版高齢社会白書によると、２０２５年の７５歳以上の後期高齢者人口は２，

１８０万人になると予測されており、６５歳から７４歳の前期高齢者人口を加えると、総人口の

約３割に当たる３，６００万人以上が６５歳以上の高齢者となり、生産年齢と言われる１５歳か

ら６４歳の現役世代２人で１人の高齢者を支えるということが見込まれております。 
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 町でも、こうした状況への備えとして、平成２３年度から今年度までの１０年間を計画期間と

する坂城町健康づくり計画に基づきまして、様々な施策を実施してまいりました。 

 具体的には、まず自分の体の実態を知っていただくための取り組みとして、一般健診及び国保

特定健診の受診勧奨と健診未受診の方への訪問等による未受診者勧奨を行い、健診受診率向上の

取り組みを行ってまいりました。 

 また、健診受診後も集団健診の受診者で７５歳未満の方には、集団ごとで行う結果の見方や健

診結果などの保健指導という形態から、現在は、原則全ての方に結果報告会で個別の保健指導を

行い、医療の必要性のある方へは、医療機関への受診勧奨を行うとともに、治療に移行した後も

食事や生活習慣改善の取り組み等の支援を個別に行っております。 

 それに加え、平成２９年度からは糖尿病性腎症重症化予防事業を実施し、糖尿病の重症化によ

り透析になることを防ぐために、保健師、管理栄養士による保健指導などを行っているほか、

３０年度からは国保の特定健診受診料を無料といたしました。 

 これによりまして、令和元年度は、国保特定健診の受診率が５８．７％と、これまでで最高と

なり、健診が定着してきていると考えているところで、こうした取り組みによる健康意識の向上

が後期高齢者医療に移行した後も継続されることで、後期高齢者の方の健診やドックの受診が

年々増えているという状況でございます。 

 今年度は、令和３年度から１２年度までの新たな健康づくり計画策定の年でございます。新た

な計画におきましても、引き続き、町民の皆さんの健康づくりを支援し、高齢化が進む中でも、

健康寿命の延伸に資する計画となるよう策定を進めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

 次に、２０２５年問題によって生じる主に介護に関する質問でございます。 

 高齢化率の上昇に伴い、必然的に介護サービスの需要が高まってまいります。一方では、労働

力の不足ということによりまして、介護分野におきましても、介護人材不足が深刻な問題となっ

ております。 

 長野県でも、福祉・介護人材の確保については広域的な問題として捉え、県が主体となって無

料職業紹介や福祉・介護人材マッチング支援事業、福祉施設見学会、福祉の職場体験事業等の支

援事業を実施しており、町でも福祉・介護分野に興味のある方へのご案内など、県と連携して取

り組んでいるところで、町内の事業所の中には海外での人材確保に向けて取り組まれているとい

うお話も聞いているところでございます。 

 また、高齢者の増加や介護人材、介護施設の不足等を要因とする介護難民につきましては、現

状では主に都市部において問題になっておりますけれども、地方においても、こうした問題がい

つ深刻化してもおかしくない状況でございます。 

 当町におきましては、県が策定する長野県高齢者プランに基づき、広域的な資源の有効活用を
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行うとともに、町が策定いたします介護保険事業計画に基づき、特別養護老人ホーム等サービス

基盤の計画的な整備に努める中で、利用者に必要なサービスが提供できるよう努めていきたいと

考えております。 

 次に、高齢化の進行に加え、社会構造の変化による核家族化の進行で、独り暮らしの高齢者の

みの世帯が増えたことなどを要因として、高齢者が高齢者を介護したり、あるいは介護する側さ

れる側双方が認知症といったケースが懸念されます。町の地域包括支援センターでは、これらの

課題に対応するため、社会福祉協議会と連携して独り暮らし高齢者宅への訪問指導事業や介護予

防教室等の介護予防事業の実施、要支援者等の介護予防ケアマネジメント事業、認知症の方に関

する相談支援、成年後見制度や高齢者虐待への対応、医療機関、介護事業所との連携等、高齢者

に関する包括的・総合的な相談、対応窓口として取り組んでいるところでございます。 

 また、こうした取り組みの一方、高齢化のさらなる進行が予想される中で、高齢者が住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを続けるためには、医療や介護だけでなく地域の皆様の関わりを含め、

高齢者の生活全般を支える地域包括ケアシステムの構築が不可欠であり、町としても地域住民グ

ループと地域に根差した団体の活動を支援する中で、地域でのつながり、見守り体制の強化を図

っているところでございます。 

 続きまして、（ロ）の２０４０年問題についてお答えをいたします。 

 今から２０年後となる２０４０年には、さらなる高齢化の進行と相まって、支え手となる現役

世代の人口が大きく減少することが予測されており、ご質問にありましたような様々な問題の発

生が危惧されているというところでございます。 

 こうした問題の中で、人生１００年時代を見据え、後期高齢者医療制度を将来にわたって持続

可能なものとするための取り組みについては喫緊の課題となっており、現在、厚生労働省の社会

保障審議会医療保険部会において、所得に応じた後期高齢者医療費の負担の在り方についての検

討が進められているところでもあります。 

 制度そのものの枠組み等については、国の議論を待たなくてはなりませんが、一方では、医療

費削減に係る取り組みがますます重要になってきており、高齢者の健康増進を図り、できる限り

健やかに過ごせるための保険事業を充実させていく必要がございます。 

 これまで、後期高齢者の健康教育や健康相談、健康診査、保健指導など、健康の増進に必要な

高齢者保健事業は、医療保険者であります後期高齢者医療広域連合が行い、市町村では７４歳ま

での国保加入者に対して同様の国保保健事業を実施してきたことで、７５歳以上の高齢者に対す

る保健事業の継続性や、あるいは保健事業と介護予防の一元的な対応が図りにくいといった課題

がございました。こうした状況に鑑みまして、国では高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ

細やかな支援をするため、高齢者の保健事業と市町村が実施している国保保健事業、介護保険制

度における介護予防のための地域支援事業とを一体的に実施することが決定され、法改正がなさ
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れたというところでございます。この一体的な取り組みによりまして、後期高齢者医療の被保険

者になっても市町村が継続して保健事業を行うことで、健康状態を踏まえた適切な介護予防の取

り組みが図られることが期待されます。 

 町では現在、これまで後期高齢者医療広域連合が保有していた後期高齢者の健診等のデータ提

供を受け、分析を行うとともに、地域の課題を洗い出しております。令和３年度からの一体的な

取り組みを通じ、後期高齢者の方の疾病予防、重症化予防、介護予防を図ることで、医療費の削

減を目指してまいりたいと考えているところでございます。 

４番（祢津さん）  ただいま担当課よりご答弁いただきました。 

 （イ）については、老老介護や認認介護の原因は、医療の進歩、核家族化、他人に助けを求め

ることへの抵抗感、金銭的な理由が挙げられます。この一つ一つの予防策と解決策をしっかりと

考えていただきたいと思います。 

 （ロ）については、２０４０年問題に向けて大切なことは、老若男女問わず、活力を持って地

域社会に参加できる元気人口をどれだけ増やすことができるかです。元気人口を増やすには、ま

ず、予防と状態の悪化を遅らせることだと思います。運動不足は喫煙や飲酒と同じように、健康

を脅かす問題の一つです。運動は、健康のためになる、病気や肥満予防になると分かっていても、

なかなか実行に移せない方が多いかと思います。そのため、まず、どうすれば運動を先送りにせ

ず、体を動かす楽しさを感じてもらえるかなど、健康増進事業を通じ、自らの健康は自ら守ると

いう自己管理意識の啓発をしていただきたいと思います。 

 最後に、コロナウイルスの影響で仕事が減少し、ひとり親世帯の人々が困っているという言葉

を耳にするようになってきました。コロナウイルスによる社会情勢が不安定な中、経済低迷の長

期化で、じわりじわりとボディーブローのように生活困窮者に忍び寄っているような気がします。

残念ながら、今の日本社会は、自己責任論が強いため、困っているときに相談すること自体、心

理的ハードルが高いのだと思います。しかし、そのような声なき声こそ、しっかり聞かなければ

いけないのです。 

 高齢者の方からも、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０、ＩｏＴ、ＡＩ、ＥＸ、ＳＤＧｓなど、横文字ばか

り増え、高齢者には全く分からない。高齢者を無視するのかという声もよく耳にします。 

 私は、デジタル化は高齢者を置いてきぼりにする事業ではなく、よりきめ細かいサービスを増

やすための手段の一つだと思います。 

 これから先、人口減少と超高齢化の時代を迎え、急激な労働力の減少と高齢者の爆発的増加と

いう誰も経験したことのない社会がやってくる。高度成長時代のように、課題が明確で中央政府

が決めたことを実行することが自治体の事務の大半という時代ではなくなり、あらかじめ正しい

答えが分かっているようなことは少なく、自治体独自で課題解決をする時代が来ていると廿日市

市の元副市長の川本氏がおっしゃるように、自治体独自で課題を解決する力が重要となると思い
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ます。 

 これから先、減る行政事業、増える行政事業が想定されます。事業にはめり張りが大事です。

しっかりとした拡充戦略、縮減戦略を立て、誰一人取り残さない持続可能な地域社会を目指しま

しょう。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

議長（西沢さん）  ここで、１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時５６分～再開 午前１１時０６分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

 次に、６番、大日向進也君の質問を許します。 

６番（大日向君）  ただいま議長より発言の許可を得ましたので、通告に従い一般質問を行います。 

 今回、私は２つの件について、町にお伺いをしたいと思います。 

 まず、１点目、地域交通についてを質問します。 

 昨年も同じ質問をいたしましたが、そのときの町の答弁を踏まえ、坂城町ではどのような形で

循環バスを生かし、デマンド交通という新しいシステムを組み合わせていくべきかを考えてまい

りました。 

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、現在、なかなか他市町村への視察等を行うことが

かなわないため、実際に導入実績のある他市町村におけるデマンド交通の資料等を取り寄せ、分

かる範囲での情報を集めました。そんな中ではありますが、１１月初旬、２回にわたり東御市の

民間企業と行政が包括協定を結びできた新システムの充電式バス試乗をしてまいりました。 

 別日にはなりましたが、新公共交通システムに携わった企業がなぜ今回地域交通事業に参入し

ようと思ったかなどをお聞きするため、坂城町有志議員５名で東御市の企業へ訪問してまいりま

した。 

 現在、試運転走行しているバスを東京オリンピックで走行させてたいという社長の夢があった

ようです。しかし、東京オリンピックが延期となり、何か地域貢献できないかという思いから、

企業内にチームを作り、行政との協議を進めたそうです。 

 両者の思いが一つになり、スピーディーに市内で試運行をさせるに至っております。この辺り

はさすがに企業が参入を決めたとあり、立案から実行までの時間が非常に早いなと思ったところ

であります。 

 バスは、電気充電式で走行音も静かで、燃料車特有の臭いがなく快適だと感じました。また、

この交通システム利用に関しては、スマートフォンで事前に利用登録を行い、顔認証システムで

乗車承認されます。利用料の精算等が自動で行われるため、乗降にかかる時間や手間が削減され

ております。 

 現在、試運転期間のため、停車する場所は病院、スーパーマーケットといった利用者が利用し
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たい場所のみを運行していました。１２月中旬あたりまでは試運転走行を行い、利用者からのア

ンケートを取っていくそうです。 

 その後、アンケート等のデータを基に、運行工程、運行経路の見直し、検討を行政と行い、議

会への説明も行うそうです。 

 今回、昨年１２月に引き続き、地域交通について一般質問を行うわけですが、昨年いただいた

答弁を基に循環バス、新たなデマンド交通について、この１年でどのように研究、検討がなされ

たのか、坂城町も今後、高齢化が進むと予測される中、どのようなシステム構築を考えているの

か、私見ではありますが、利用をしたいと思えるシステムを町民の方と一緒になり、今後、

１０年、２０年後を見据え、運転免許証を返納した人やその家族が安心して利用できるシステム

の構築を考えていかなければならないと思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 １、地域交通について。 

 イ、町循環バスを併用したデマンド交通導入についてです。 

 昨年１２月議会の担当課より、循環バスの今後についての運行経路、運行工程については、見

直し、検討を行っていくと回答がありました。私もそろそろ循環バスについては、運行経路、運

行工程を見直す時期に来ているのではないかと思います。 

 その中で過去３年間の循環バスの利用者の推移と現在、運行工程１２便、北回り６便、南回り

６便、１日の平均利用者数をお答えください。 

 また、循環バスは利用者の多い時間に走らせる、その他の時間は新車両、ワゴンタイプ８人か

ら１０人乗りぐらいのものの車両に変更してはと思いますが、お考えをお聞きします。 

 循環バスにおきましては、昨年１２月議会答弁後の見直し、検討がどうなされたのかを含めお

答えください。 

 最後に、この質問において、ある意味一番お聞きしたいのが、昨年の町長答弁の中で「デマン

ド交通を取り入れた手法も考えられることから、新たな運行業者との対話を持った」とありまし

た。どのような業者と話がなされ、この１年でどう検討がなされたのでしょうか。 

 以上、１回目の質問といたします。 

町長（山村君）  ただいま大日向議員さんから、地域交通についてということでご質問がありまし

た。その中で私からは全般的な方向性、状況をお話申し上げまして、詳細につきましては、担当

課長から答弁させていただきます。 

 今、お話ありましたけども、地域公共交通につきましては、高齢者の皆様をはじめとした地域

住民の買い物や通院など、日常生活での移動手段の確保として非常に大変重要な課題と認識をし

ております。 

 町におきましても、町民の皆様の移動手段を確保するため、どなたでも利用できる循環バスを
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運行しているわけであります。 

 また、ご質問の循環バスと併用したデマンド型交通導入についてでございますが、これまでも

循環バスの利便性を向上させるため、運行方法等の見直しも実施してまいりました。現在、町で

運行しております循環バスにつきましては、利用者からのご意見をお聞きする中で、湯さん館直

行便の運行や信州上田医療センターまで路線延長する上田便の運行、昨年度はしなの鉄道の時刻

表の改正に伴う運行時間の変更や千曲市循環バスへの接続を改善するため、力石バス停の停留時

間の見直しなどを行い、地域の皆様の利便性を図っておるところでございます。 

 また、平成２９年度から国道や県道以外の循環バスの路線上であれば、バス停以外でも利用す

ることのできる「どこでものれーる」の導入や運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付

を受けた町民の方に対して循環バスの運賃を無料にするなど、より一層の利便性の向上を図って

まいりました。 

 このような循環バスの運用方法の改善を行い、一昨年まで循環バス利用者が減少傾向でありま

したが、昨年度は台風災害や新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛の影響などがあった

にも関わらず、乗降、お客様が増加したというところでございます。 

 今後におきましても、運行ルートや運行時間、運行便数などを精査するとともに、町民の皆様

の声をお聞きする中で、より利便性の高い循環バスとなるよう研究していきたいと考えておりま

す。 

 また、昨年度から循環バスと併用したデマンド型交通なども視野に入れ、新しい地域公共交通

システム導入についても検討を行っておりますが、これまで町内の地域公共交通事業者と何度か

話し合いの場を持ち、運行形態ですとか受付システム、コストなど様々な視点からご意見をいた

だくとともに、先行してデマンド交通を実施している他市町村の状況も研究しているところでご

ざいます。 

 先ほど、大日向議員さんからのお話で東御市へ視察に行かれたということでございます。私も

計画しておりましたけども、新型コロナの影響でなかなかタイミングが合わず、実施を見合わし

たという状況になっておりますので、また、機会を見て、実際見てみたいなというふうに思って

おります。 

 その中で、町内の地域公共交通事業者と打合せを進める中で、町単独での運行形態やタクシー

を使った運行方式、また、大手民間業者から新交通システムの提案などもあり、多数の手法につ

いて検討を行っております。 

 また、新しい地域公共交通システムの利用対象者についても、どのような方を対象にするのか

検討する必要があり、日頃から町内での移動に困っておられる高齢者の方や運転免許証返納者の

方々の日常での移動形態等を把握する必要があると考えております。 

 このような経過を含めまして、来年には町内の地域公共交通事業者にご協力をいただき、地域
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公共交通事業者が運行するタクシーに乗車した住民の方の年齢ですとか、行先ですかと、利用頻

度等の聞き取りを行い、利用対象者の検討を行っていく予定でございます。ただいま申し上げま

した検証をより大きい枠組みで進めるため、町内の地域公共交通事業者に町の公共交通施策を話

し合う地域交通の利用促進を目的とした地域交通利用促進協議会に新たに加入していただきまし

た。今年度の協議会の総会の中で、地域交通利用促進等に係る事業として、新たな地域公共交通

システムの構築に向けた研究を行うこととし、できるだけ早いうちに協議会内で部会を設置し、

新たな地域交通について方向性を出していく予定でございます。 

 新たな地域交通システムの構築に向けまして、循環バスの利用者をはじめ、タクシー利用者な

どからもニーズをお聞きする中で、しなの鉄道とも連携して坂城町の実情に適したより利便性の

高い地域公共交通システムの構築に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 

建設課長（大井君）  地域交通についてのご質問に順次お答えをいたします。 

 はじめに、過去３年間の循環バスの利用状況についてでございますが、平成２９年度の年間利

用者数は１万５，９８６人で、平成３０年度は１万４，９３２人と減少傾向でしたが、令和元年

度は「どこでものれーる」や免許証返納者への運賃無料化などにより、年間利用者数が増加し

１万５，５８５人でございました。 

 次に、昨年の各便の一日当たりの平均利用者数についてのご質問ですが、現在、坂城町循環バ

スは、北回り６便、南回り６便の計１２便で運行をしております。 

 便別の平均乗車人数でございますが、坂城駅から時計回りに中之条方面に向かう北回り路線の

第１便の平均乗車人数が４．９人、第２便が９．０人、第３便は６．０人、信州上田医療セン

ターを経由する第４便が２．３人、第５便は５．３人、最終の第６便の平均乗車人数は２．０人

でございます。 

 次に、坂城駅から反時計回りに村上方面に向かう南回り路線につきましては、信州上田医療セ

ンターを経由する第１便の平均乗車人数が３．９人、湯さん館直行便の第２便が４．７人、第

３便は６．０人、第４便は５．１人、第５便は２．６人、そして、最終の第６便の平均乗車人数

が１．５人といった状況でございます。 

 １便当たりの利用者人数は平均４．６人となりますが、午前便から午後３時頃までの利用が多

く、最終便は少なくなる傾向でございます。 

 次に、ワゴンタイプの導入についてのご質問ですが、先ほどもご説明申し上げましたが、北回

りの第２便の利用者が平均９人ほどとなっており、利用が多い日ですと１０人を超える乗客が利

用するときもあり、便別の時間帯乗車人数にばらつきがある状況でございます。また、現在使用

している２１人乗りのマイクロバス型の車両に加え、新たな小型車両の購入は車両の維持など、

コストがかかってまいりますので、今後、新たな公共交通システムの構築を検討する中で車両に

ついても検討してまいりたいと考えております。 
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６番（大日向君）  町長、担当課長より答弁いただきました。 

 循環バスについては、年々利用者数が減少傾向にあることが読み取れます。各便についても利

用者数のばらつきがあることが分かりました。やはり、導入当初とは状況が大きく異なってきて

いるのが現状だと感じます。 

 このような実情を踏まえ、町長答弁から共同運行予定事業者との話し合いがなされており、デ

マンド交通が実現する見通しが出てきたことが分かりました。 

 ここで、再質問をいたします。 

 今後、新システムを構築していく上で、どのような過程を考えているのでしょうか。また、運

行開始の予定時期はいつごろを想定しておりますか。 

 次に、どのような利用者を想定して新システムを考えていきますか。 

 最後に、循環バスの見直しということで新たにデマンド交通のシステムが追加導入されると循

環バスの利用者が減少する傾向があります。循環バスとデマンド交通を併用していくのであれば、

循環バスの利便性を考え、ナイト便、また中学生や高校生の帰宅時に合わせた運行工程、運行経

路を新たに考えてはいかがでしょうか。 

 以上、再質問いたします。 

建設課長（大井君）  再質問にお答えをいたします。 

 先ほど町長の答弁にもございましたが、新たな地域公共交通システムについて、地域交通利用

促進協議会に部会を設置し、検討を行う予定でございます。 

 現在は新たな地域公共交通について、町内の公共交通事業者とタクシーを使った運行方式の検

討や大手民間事業者からデマンドなどの交通方式の提案について、建設課内で検討を行っており

ます。 

 ご質問の新システムの構築の過程や運行の時間につきましては、部会において協議を進めてま

いります。 

 また、利用対象者は、現在運行している循環バスは、高齢者や運転免許を保持していない方が

多く利用しており、このような方はタクシーも利用されていることが推察されます。新たな交通

システムにおいても、移動が困難な方々の移動状況を把握するため、タクシー利用者の状況調査

を行い、地域公共交通の方向性を決める中で検討してまいりたいと考えております。 

 また、循環バスのナイト便などの運行は、学生の需要や新たな時間帯の運行ニーズなど、利用

者の要望をお聞きしながら、こちらにつきましても部会において検討をしてまいりたいと考えて

おります。 

６番（大日向君）  担当課長より再質問の答弁をいただきました。 

 町民の方の中には、多数、循環バスに代わるデマンド交通に期待をしているという意見を耳に

いたします。コロナ禍でシステム構築に係る予算付け等、厳しい状況ではあると思いますが、な
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るべく早い運行の実施がされることをお願いしたいです。 

 しかし、この質問に対しての要望として、とある市町村のデマンド交通のバスの運転手さんか

らお話をお聞きしました。その市町村では、利用者やシステム導入に関わる人たちの要望、要求

を実施項目を盛り込み過ぎてしまい、路線の煩雑化等、様々な弊害が起きているとのことです。

タクシー利用と何ら変わりない運行要求となっており、デマンド交通として成り立たなくなって

きている状況が生まれてきているとのご意見でした。 

 確かに多くの意見を聞くことは大事ではあります。出していただいた要望を１００％かなえる

ことは難しいと思われるので、多角的な視点から精査をして料金をいただいてでも価値のあるシ

ステムとしていただきたいと思います。 

 ただより高いものはありません。利用したい方が何を望むか、私たち議会にも常任委員会の総

務産業、社会文教、また地域交通網特別委員会などのたくさんの窓口があります。各議員やその

ような様々な委員会に声をどんどんおかけいただき、行政・町民・議会が一緒となり、新システ

ムをつくりあげていくべきではないかと思います。 

 よりよいサービスが提供できる環境を築くことができるようお願いして、次の質問に入ります。 

 ２、不法投棄について。 

 つい１か月ほど前、私宛に相談がありました。その方がお借りしている畑の脇に畳が３枚捨て

られているので、どうしたらよいのかと。私も知識が乏しいため、すぐに住民環境課に相談をい

たしました。今回の件に関しては、公有地だったこともあり、担当課のほうで片づけていただけ

ることとなり、相談された方も私も安心いたしました。 

 不法投棄は刑事罰等になるはずです。啓発を含めた一般質問を行いたいと思います。 

 イ、町の不法投棄の現状と対応は。 

 ここ数年どのようなものが不法投棄されていますか。また、不法投棄された場所、特に多い場

所はあるのでしょうか。 

 次に、不法投棄に係る経費、これは人件費、処理費をお答えください。 

 項目の最後として、不法投棄の通報があった場合、行政の対応はどのようなものになりますか。

また、対応できない場合はあるのでしょうか。 

 ロ、今後について。 

 現在、処分に係る費用の負担を町が行っているわけだが、不法投棄が増加すれば投入する額も

増えていきます。不法投棄を事前に防止するために対策は立てられないでしょうか。 

 千曲川クリーンキャンペーンのような活動を河川だけではなく、山などほかの場所でも行った

らどうか。私も何度かクリーンキャンペーンに参加しました。１年に１回ではありますが、人が

入って環境を整備するということは未来の環境保全の啓発になると思います。それほど山深いと

ころではなく、車、軽トラック等が通れるエリア、人が入って目視ができる安全なエリアを、自
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治体や各種協力団体に行政が公助する形で行えば、様々な場所での環境整備や防災・減災にもつ

ながるのではないかと思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

住民環境課長（関君）  １、不法投棄について、イ、町の不法投棄の現状と対応はについてから順

次お答えいたします。 

 当町では、千曲川河川敷や道路など、公共用地の不法投棄に対し、不法投棄防止パトロールを

シルバー人材センターに委託し、２名体制で年間約３０日間実施しております。 

 ここ数年間における当町の不法投棄の回収状況でございますが、ペットボトルや弁当の空き箱

などの可燃系の不法投棄に関しましては、平成１７年度は約１０．５トンの回収量でありました

が、年々減少し、昨年は１．３トンとなっております。また、空き缶、瓶などの不燃系の不法投

棄に関しましても、平成２３年度の４．５トンをピークに、昨年は０．５トンの回収量となって

おります。粗大ごみに関しましても同様で、タイヤや家電製品、家具類などを中心に様々なもの

が投棄されておりましたが、年々減少しており、不法投棄自体はなくなってはおりませんが、回

収量としては減少傾向になっております。 

 不法投棄の多い場所としましては、千曲川河川敷もその一つではございますが、今年度につき

ましては、町内のいたるところで河川改修工事を実施している中で人目につきやすいためか、特

に粗大ごみ投棄については減少傾向となっており、もう一つ不法投棄の多い場所として山間地が

ありますが、こちらは人目につきづらいことから、投棄が例年以上に増えてしまうのではないか

と憂慮している状況でございます。 

 不法投棄に関する経費でありますが、昨年は、パトロールの委託料として約４５万円のほか、

テレビや冷蔵庫などの家電リサイクル品と粗大ごみの処理費費用として計約８万円という状況で

ございました。以前は、処理費用だけで約７０万円になった年もあり、経費的に抑えられている

状況でございます。 

 こうした年々不法投棄が減っている傾向につきましては、広報さかき、町のホームページを使

った啓発活動のほか、今年度は、新型コロナウイルスの中で中止になってしまいましたが、自然

に親しみ、環境を保全する取り組みとして定着している千曲川クリーンキャンペーン、自治区で

実施している環境月間に合わせた美化活動、さらには企業、各種団体の皆さんが実施してきたご

み拾いのボランティア活動が不法投棄をさせない環境づくりにつながっているものと考えている

ところでございまして、改めてお礼申し上げたいところでございます。 

 次に、町の対応についてでありますが、町民の皆さんから通報があった場合、パトロールの際、

もしくは職員が現場に赴き回収をし、特に悪質だった場合につきましては、同時に警察に通報す

るなどの対応をしております。 

 なお、町で回収できるのは公共用地に不法投棄された場合のみとなっておりまして、先日、新
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聞報道でもありましたが、民有地に不法投棄をされた廃棄物につきましては、廃棄物処理法上、

所有者や占有者が土地、建物の清潔を保つよう努めなければならないとされておりまして、土地

の所有者、占有者が処理するものと解釈されております。 

 山間地が多い当町では、特に投棄場所が奥深くなりますと、不法投棄の発見や回収が困難な状

況とになり、また、民有地が入り組んでいる状況など、その対応は簡単にいかないところであり

ますが、町民の皆さんから不法投棄の相談をお聞きする中で、不法投棄防止看板を町で貸与し、

投棄されやすい場所に設置していただくなど、防止を図っているところでございます。 

 また、まずは不法投棄をされにくい環境を整えていただくよう、広報さかきや町ホームページ

等を通じて啓発しているところでございます。 

 次に、ロ、今後についてでありますが、町といたしましては、引き続き不法投棄は犯罪である

ことを広報するとともに、不法投棄防止パトロールなどを実施して、ごみの回収をすることで不

法投棄されない環境づくりを進めていきたいと考えているところでございます。 

 なお、千曲川河川敷内の比較的投棄される可能性の高い箇所につきましては、千曲川河川事務

所において防止看板を設置しているところでございまして、引き続き、河川事務所と対応を協議

してまいりたいと考えております。 

 ご質問の千曲川クリーンキャンペーンのような活動を、山などで行ったらどうかということで

ございますが、最近の千曲川クリーンキャンペーンの状況としましては、ごみの回収量が年々減

少傾向にあり、また、一般の町民の皆さんのほか、多くの中学生にも参加していただいておりま

す。坂城中学卒業生が、子どものときに実施したボランティア活動について、千曲川クリーンキ

ャンペーンへの参加を思い出す方が多いという意見をお聞きしたことがございます。 

 恒例となっております千曲川クリーンキャンペーンのような取り組みを引き続き実施していく

ことは、ごみの回収を通じて町全体で不法投棄を防止しようという意識の醸成にもつながり、大

変重要なことと考えているところでございます。 

 しかしながら、千曲川以外の山間部などで実施を考えますと、先ほども申し上げましたとおり、

民有地となる場合が多いのが現状でございます。そうした境界の確定や、特に参加者の安全性の

確保、実施方法など多くの課題があろうかと存じます。 

 さらなる活動の拡大につきましては、開催の有無も含め、状況を見極めながら考えていきたい

と考えているところでございます。 

 なお、毎年６月の環境保護月間に合わせ、各自治区が実施するごみ拾いなどの環境美化活動に

対して、町から補助を行う事業を実施しております。今年度はコロナ禍の中、環境月間期間中に

実施することが困難な自治区があるのではないかと想定する中で、年度内に実施できるようであ

れば、補助を行うこととしたところでございまして、おかげさまで２７区全ての自治区において

実施をしていただきました。 
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 この事業は、区内の美化意識啓発となるとともに、共助を支援する事業として大変重要である

と認識しているところでございます。また、各団体において、ごみ拾いなどの美化活動をされた

場合、ごみ回収用の袋の提供、また、回収後のごみの引取りもいたしますので、ご相談いただき

たいと存じます。 

 町としましては、引き続き、環境美化について啓発していくとともに、地域の皆さんとともに

環境を整えることで住みよいまちづくりをしていきたいと考えているところでございます。 

６番（大日向君）  担当課長より答弁いただきました。 

 坂城町における不法投棄の現状が分かりました。河川における不法投棄の減少は、現在、河川

改修工事を行っていることに起因しているのではないかということが分かりました。 

 現在のタイミングが、今後の不法投棄を抑制させるチャンスではないのかと思います。確かに、

人目につくところへは、不法投棄は行いにくいというのが人の心理だと思います。 

 今後について、河川内の見通しが悪くならないよう、引き続き不法投棄されない環境を維持し

続けるために、ぜひ、河川事務所とご協議をいただきたいと思います。 

 不法投棄されたものの処理費については、町が負担をしています。大切な税金を無駄にしてい

るのと同じです。ゼロに近づけるようになれば良いと思います。 

 千曲川クリーンキャンペーンのような活動を、山などほかの場所で行ってはどうかについては、

確かに民有地だった場合など、難しい部分があると思います。しかし、ごみを捨てる人は所有者

やその土地の権利など考えることはしないでしょう。 

 まず、ごみを捨てられそうな場所が民有地であれば、その所有者に不法投棄防止の啓発看板設

置についての打診等から始めてもよいのではないでしょうか。 

 いずれにしましても、行政だけに任せてできるものではありません。各自治体、様々な団体等

の関係を構築し、町をさらに美化できるよう考えていただきたいと思います。 

 今回、２点について質問をしました。 

 交通の問題や不法投棄等の一つ一つは大きなことではないかもしれません。私たちの生活に密

接に関係している問題でもあります。ささいなことと軽視せず、地道に改善を行うことで、町の

未来がよりよいものになると信じています。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 

議長（西沢さん）  ここで、昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時４０分～再開 午後 １時３０分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

 ３番 山城峻一君の質問を許します。 

３番（山城君）  ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問をい

たします。 
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 今回のテーマとしましては、性の多様性、また、コロナ禍における町の施策の２つについて質

問いたします。 

 まず初めに、１としまして、性の多様性についてです。そのうちのイです。性的マイノリテ

ィーへの理解を深めるためにというテーマです。 

 ９月の東京都内にある区議会の定例会において、ある議員の発言には、日本中がＬＧＢＴにな

ってしまうと足立区や日本が滅んでしまうという発言があったという報道を耳にしました。なお、

その後、その議員さんは謝罪し、発言を撤回されたということもまた大きく報道されました。 

 ちなみに、ＬＧＢＴについてですが、そのうちのＬはレズビアン、また、女性に引かれる女性

ということです。そして、Ｇはゲイ、男性に引かれる男性。Ｂはバイセクシャル、男女双方に引

かれる方。Ｔはトランスジェンダー、これについてですが、出生時の性と性自認、ご自身が性を

自認する、性の自認が一致しない方ということで、いわゆる性同一性障害の方も含まれるという

ことです。 

 ＬＧＢＴについて様々私も調べたところ、ＬＧＢＴの専門機関、ＬＧＢＴ研究所の調査により

ますと、昨年、２０１９年の全国２０代から６０代の４２万人の調査があったということです。

そこによりますと、性的マイノリティー、いわゆるＬＧＢＴですが、それに該当する方は１０％、

また、別の電通の子会社、電通ダイバーシティ・ラボの調査によりますと、性的マイノリテ

ィー──ＬＧＢＴに該当する人は、２０１６年では７．６％、また、２０１８年の調査では８．

９％となっております。これは、他の市町村の議会でもこういう表現をされておりますが、左利

きの方の、左利きの日本人の割合とほぼ一緒と言われております。 

 話を少し戻します。東京都内の区議会議員の発言を機に、その区や区議会に多くの苦情、また、

意見も含めた問合せがあったと報道されていました。この報道があった後ですが、これは私ごと

になりますが、２年前まで長野県教育委員会の下で人権教育派遣講師として一緒に活動していた

方より連絡がありまして、その内容というのが誠に衝撃的な話でした。というのも、その方が坂

城町に訪れて講演会活動をした際に、坂城町でも悩んでいる当事者がいるんだと。それに対して

しっかりと君は今議員さんなんだから向き合って町をよりよくしていただきたいと。そういう心

強く、そして温かいというか、応援もいただきました。それがきっかけで今回の質問に至ったわ

けであります。 

 では、近年、性的マイノリティー──ＬＧＢＴという言葉が一般社会に定着してきているわ

けではありますが、その一方で、理解は十分に高まらず、当事者への偏見や差別により困難を抱

えているということもあると聞いております。 

 そこで質問になりますが、町ではそういった当事者が相談できる窓口はあるのか。また、当事

者の悩みに向き合える相談員が必要と考えるが、現状はどうなっているのか。そして最後に、町

において性の多様性の理解、ＬＧＢＴを含めた全般の話になるんですが、性の多様性の理解を深
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めるための研修会等が必要と思うが、今後の取り組みについてどう考えているか。併せて質問い

たします。 

町長（山村君）  今、山城議員さんから１番目としまして性の多様性についてということで、性的

マイノリティーへの理解を深めるためにというご質問がありました。 

 折しも１２月４日から１０日までの１週間は人権週間であります。国際連合は、昭和２３年

１２月１０日に、世界における自由と正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため、全

ての人民と全ての国が達成すべき共通の基準として世界人権宣言を採択し、昭和２５年には世界

人権宣言が採択された１２月１０日を人権の日と定めたところであります。また、昭和２４年か

らは、毎年１２月４日から１０日までの１週間を人権週間と定め、今年で７２回目を迎えるとい

うところであります。 

 人権週間には、世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及・高揚を図るべく、

関係機関、団体等において各種取り組みがなされているところであります。 

 当町におきましては、人権週間初日の４日金曜日に、坂城駅及びテクノさかき駅前において、

あらゆる差別のないまちづくりを図るための様々な項目の中に、ご質問の性的指向や性自認を理

由とする偏見や差別をなくそうとのメッセージも含めたチラシ等をお配りし、啓発活動なども実

施いたしました。当日は、議会から滝沢総務産業常任委員長さんにも参加していただくほか、数

多くの関係団体の皆さんにご参加をいただき、深く感謝を申し上げるところであります。 

 また、５日の土曜日には、共に認め合う、共に支え合う社会を目指して、南条小学校児童によ

る人権活動の発表やシンガーソングライターのう～みさんの記念講演により、人権を尊重し豊か

な福祉の心を育む町民集会を開催し、大勢の皆様にご参加をいただく中で、人権尊重思想の普

及・高揚を図ったところであります。今年は、新型コロナウイルス感染症対策のため、参加人数

を限定しての開催といたしましたが、上田ケーブルビジョンのご協力により、年明け１月に全編

の放送をいただける予定となっておりますので、ご来場いただけなかった皆様にはぜひご覧いた

だければと思います。 

 さて、性の多様性につきまして、どのような性別の人を好きになるかという性的指向は、自分

の意思で選ぶというより、多くの場合、思春期の頃に気付くものであり、また、自分の性をどの

ように認識しているかという性自認についても、自分自身でコントロールできるという性質のも

のでもなく、身体の性に対して心の性と言われております。 

 先ほどもご紹介がありましたＬＧＢＴに代表される性的少数者、セクシャルマイノリティーと

言われておりますけれども、これに関する公的な統計等は存在しておりませんけれども、民間企

業が実施した先ほども述べられましたけれども調査によりますと、その割合は大体８％程度であ

ると推計されております。 

 しかしながら、社会全体では性的少数者に対する正しい理解が進んでいるとは言い難く、男性
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が男性を、女性が女性を好きになることなどに対する偏見や差別に苦しんだり、体の性と心の性

との食い違いに悩みながら周囲の心ない好奇の目にさらされ苦しんでいる人がいます。町といた

しましても、そうした社会的動向の中で性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくし、理

解を深めることが重要な人権課題の一つとして認識するところであります。 

 町の相談窓口、相談員についてのご質問ですけれども、定期的に開催しております心配ごと相

談、法律相談におきまして、ＬＧＢＴを含む人権問題に関する相談をお受けしているところであ

ります。 

 また、日常の相談につきましては、性的少数者からの相談は人権問題の一つとしてお受けして

おり、隣保館内の人権・男女共生係で相談の内容をお聞きした上で、必要であれば内容に応じて

より専門的に対応できる相談窓口をご案内しております。 

 そのほかにも、法務局や県の人権啓発センター等におきまして、従前より、窓口や電話による

人権相談等により広く人権に関する困り事などに対する相談を実施しているところでございます。 

 また、法務局では、学校におけるいじめや家庭内での問題などに対する活動として、全国の小

学校・中学校の児童・生徒に「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を配布し、これを通じて先生や

保護者にも相談できない子どもの悩み事を的確に把握し、子どもをめぐる様々な人権問題の対応

につなげているところであります。 

 引き続き、法務局や県、関係機関等と連携を図りながら、性的少数者に対する配慮について啓

発や情報発信に取り組むとともに、相談窓口について周知に努めてまいりたいと考えております。 

 続いて、性の多様性の理解を深める研修等につきまして、性的少数者の中には自己の性的指向

や性自認を肯定的に受け止めることができずに悩んだり、偏見や差別に苦しんで引き籠もってし

まったり、職場を変えざるを得なくなることもあると言われております。このようなことから、

性的少数者の人権に配慮した環境をつくり、差別や偏見をなくし、全ての人が自分らしく暮らせ

る地域づくりを図るため、性的少数者について正しい知識を持ち、理解を深めることが大切であ

ると考えております。 

 町では、ＬＧＢＴも含めて広く人権というテーマの中で啓発や教育に取り組んでおり、各学校

で取り組む人権の花運動や毎年開催している人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町民集会などの

機会を通して、共に認め合い、共に支え合う社会を目指して意識の向上に努めております。 

 また、企業の多い当町の特徴的な取り組みといたしまして、人権が尊重され、差別のない明る

い職場づくりを進めるために、企業人権同和教育推進協議会と町が連携して新入社員人権同和研

修会を開催しているほか、企業内人権同和推進員を育成する研修講座を毎年開催し、企業内の意

識啓発につなげているところであります。そうした研修の中で、これまでも性的少数者に対する

理解についても取り上げてきているところでありますけれども、今後も機会を捉えて継続的に実

施していきたいと考えております。 
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 ＬＧＢＴの理解をはじめとする人権意識の向上は、町が取り組む持続可能な開発目標、ＳＤＧ

ｓの目標とも多く分野で関わってまいりますところから、様々な事業を通じて差別のない明るい

まちづくりを推進してまいりたいと考えているところであります。 

３番（山城君）  今、町長より丁寧なご答弁をいただきました。答弁いただいて感じたことも述べ

させていただきながら、一つ、二つ、こちらでも話をしたいことがあるんですが、今年、本来で

あれば、東京オリンピックが開催されていたはずでした。これも面白い資料があったので紹介さ

せていただきたいんですが、ＬＧＢＴの対応を後押しする大きな契機があったということです。

それが、２０１４年に改正されたオリンピック憲章には、人種、肌の色などと並び、性的指向に

よる差別禁止が盛り込まれたと。本来であれば、今年、東京五輪が開かれるはずだったんですが、

大会の組織委員会によると、調達コードの人権のパートでは、性的指向、性自認による差別・ハ

ラスメント禁止や権利尊重がうたわれていると。２０２０年の東京五輪を機に、国や自治体、企

業、個人など、様々な主体が理解や取り組みを進めることを期待しますということだそうです。 

 町長は本当に私の期待したというか、言っていただきたいことをたくさん言っていただいたん

ですが、町としてもそうですし、企業、また、先ほど私も申し上げましたが、学校等においてよ

り理解を進めていっていただいて、その人はその人、例えば山城峻一は山城峻一なんだと、男で

あろうが女であろうが、また、背が高かろうが低かろうが、どういった人であろうがこの人はこ

の人ということをそれぞれが認識して尊重し合えれば、この坂城町がもっとよりよくなるんじゃ

ないかなという感想を述べさせていただきたいんですが、今回、この質問をするにあたり、ＬＧ

ＢＴについてもちろん調べたんですけれども、３年前の平成２９年ですか、町内でも、今、町長

のお話もありましたが、企業人権同和教育推進講演会の中のグループディスカッションにて、こ

のＬＧＢＴがテーマとなっているということが分かりました。グループディスカッションですの

で、どういった内容が話されたかというのは私もそこまでたどり着かなかったんですけれども、

今申し上げましたとおり、町内においてもより一層の理解の促進、そして、何よりＬＧＢＴを含

めて性的マイノリティーの方々、当事者が自分らしく生きられる、そういう地域社会の形成に向

けて取り組んでいっていただきたいと思っています。 

 続いて、２のコロナ禍における町の施策についてということに移らさせていただきます。 

 まず、イとしまして、移住・定住についてです。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、県内への移住に関心が高まっているという報道を

最近でももちろんよく目にします。また、ある報道によりますと、今年４月から８月の東京と長

野県内の転出入者を見ると、東京から県内に入る転入は２，９３９人、県内から東京に出る転出

が２，１８９人となっていまして、７５０人の転入超過となっています。そして、長野県におい

ては、これほどの転入超過は珍しいという話もその記事には併せて載っておりました。 

 実を申しますと、町内のある産直のところで、ある方と交流を持つようになりました。その方
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というのは東京にいらっしゃる方で、大分前の話になるんですけど、東京の方で、たまたまこち

らに来ておりまして、その産直を利用したということです。そのときに、私の父にはなるんです

が、その方となぜか交流を持つようになって連絡を取っていたところ、こんな話がありました。

坂城の農産物をきっかけにこちらに移住を考えていると。確かに事例としてはたった１例ですけ

れども、その産直がメインになって、ほかにもいろいろ理由はあるんでしょうけど、坂城への移

住を考えていると。移住希望者との話が町としてできたのはよかったんじゃないかというふうに

私も思っています。 

 以前から感じていたことなんですが、町内在住者から見た坂城町の魅力、そして町外、特に県

外の方から見た坂城町の魅力というのは、もしかしたら当然かもしれませんが、違うところが多

いのかなというように最近感じるようになりました。 

 では、坂城町の魅力とは一体何なんだろうと。今後、魅力を考えていくかは、どう魅力を伝え

ていくかはとても重要になるかと思われます。 

 そこで、新型コロナウイルス感染症の今後がどうなるかは不透明なことが多いと昨日も答弁並

びに質問者からの話があったと思うのですが、このコロナ禍の中で移住・定住、また、ＵＩＪ

ターンをどう進めていくのか。その考えをお伺いしたいと思います。 

 続きまして、ロですが、観光振興についてです。 

 坂城町は、他市町村と比較し、観光業を主ななりわいとしている方は多くありません。しかし、

先日の山城サミットではありませんが、町内各所にも山城があり、それも一つの観光資源と私も

思っております。また、ふるさと歴史館や鉄の展示館、そして、びんぐし公園、びんぐし湯さん

館など、これらも立派な観光資源と言えます。 

 今、コロナ禍の中、遠方より実際に町に訪れる、こちらに来るというのが難しい状況ではあり

ます。しかし、いずれ必ず新型コロナウイルス感染症は収束の方向には行くと思われます。その

上で、コロナ後の、コロナが収束した後の観光振興のお考えについてお伺いいたします。 

 以上で、１回目の質問とさせていただきます。 

企画政策課長（臼井君）  私からは、コロナ禍における町の施策についてのご質問のうち、イの移

住・定住についてお答えいたします。 

 今年度は、今後１０年間を見据えた町政運営の方向性を定める第６次長期総合計画の策定を進

めるとともに、人口ビジョンに掲げた人口の将来展望を実現するための５か年計画である第２期

まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を進めております。少子高齢化などに伴う人口減少を抑

制するためには、移住・定住の促進も重要なテーマの一つであると認識しており、それぞれの計

画においてもその取り組みや事業について位置付けてまいりたいと考えているところでございま

す。 

 移住を考える背景は人によって様々であると思いますが、移住先の選定には精神的な不安や経
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費など、様々な負担があると推測されます。それらの負担を軽減するため、各種相談体制の整備

や情報提供のほか、多様な支援策の充実を図り、移住しやすい環境を整備してまいりたいと考え

ております。そうした様々な取り組みを通じて町の魅力を町内外に効果的に発信することにより、

坂城町に住みたい、住み続けたいと思っていただくことから、町へのＵＩＪターンや移住・定住

の促進につなげてまいりたいと考えております。 

 これまでも、移住定住促進補助金、結婚新生活支援事業、ＵＩＪターン就業・創業移住支援事

業、空き家・空き店舗等のリフォーム等に係る補助制度、新規就農者支援補助など、そういった

補助事業のほか、空き家バンクの掲載ですとか、大学や関係機関と連携した合同企業相談会の開

催、信州さかき働く・暮らす体験事業や移住相談会など、制度や体制の充実に努めてまいりまし

た。また、若者・子育て世代支援パンフレットの作成のほか、子育てや教育、福祉施策をはじめ

とする様々な分野から移住・定住先として選んでいただけるための魅力的なまちづくりを進めて

いるところであります。 

 当町の移住相談会や移住体験ツアー等につきましては、長野地域連携中枢都市圏における連携

事業として取り組んでいる事業が主となっております。広域的な連携による取り組みは、移住を

検討される方に対し、地域としてＰＲすることで、より幅広く魅力を発信することができるとと

もに、圏域内の他の市町村に興味を持たれている方とも話ができることから、より多くの方との

接触の機会を持てるという大きなメリットがございます。 

 今年度の状況といたしましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の対応として、東京都

内で４月と７月に計画されていた相談会が中止となっております。その後、１０月、１１月に予

定されておりました相談会につきましては、いずれも新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み、

オンラインによる移住相談会へと変更され、当町も参加をいたしました。また、合同企業説明会

やインターンシップ事業、企業見学会などの取り組みについても、新型コロナウイルス感染症の

影響により、そのほとんどが中止せざるを得ない状況となっておりますが、一部オンラインに切

り替えて開催されているものも出てきております。 

 １０月に公益財団法人さかきテクノセンターが主催して開催されたオンラインものづくり展に

おきましては、「アフターコロナ時代の経営戦略はいかに」と題したオンラインによるパネルデ

ィスカッションを行い、町内企業経営者の魅力を発信したほか、県内外の学生に向けたＷｅｂ企

業説明会やオンラインインターンシップを通して町内企業を紹介するなど、ＵＩＪターン就業に

向けた新しい取り組みが行われたところでございます。 

 そのほか、当町と連携協定を提携している大学が主催する合同企業説明会などや、長野地域連

携中枢都市圏や東信州次世代産業振興協議会など、当町が参加する広域的な団体においても、オ

ンラインによる就職支援などの取り組みが進められております。 

 今後も、感染症等の状況を注視する中で、オンラインによる移住相談会や企業相談会などを積
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極的に活用し、移住を検討されている方々に町をＰＲする機会を積極的に設けるとともに、町の

魅力の発信に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

商工農林課長（竹内君）  ロ、観光振興についてのご質問にお答えをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により人の移動が制限され、また、自粛が求められる中、観

光イベント等の中止も相まって、観光地や観光施設への来訪者が激減するなど、観光需要は過去

最大規模の減少となっており、観光に関連する産業に大変大きな影響を及ぼしております。 

 このような状況の中、観光庁はＧｏＴｏトラベル事業を実施し、観光需要の回復や旅行中にお

ける地域の観光関連消費の喚起を図るとともに、ウイズコロナ時代における安全で安心な旅のス

タイルを普及・定着させるための事業を行い、社会経済活動と感染拡大防止の両立を図っている

ところでございます。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大は収まらず、ＧｏＴｏトラベルにおいては一

部の地域を対象から外すなど、大変苦慮しているところでございますが、国では様々な状況に応

じた感染拡大防止策を取りながら観光施策の推進を図ろうとしております。 

 現状において、コロナ禍における緊急対策や短期的な視点での取り組みは必要と考えますが、

需要回復後を見越した長期的な視点による対策も重要であると考えております。 

 このような中、当町の観光施設や観光イベントの状況は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より各施設の集客数は減少しており、ばら祭りや坂城駅前葡萄酒祭など、一部イベントも中止に

なりました。 

 大変厳しい状況でありますが、これまでの町の観光施設においては、日本刀の文化を伝える鉄

の展示館、自然の中に囲まれ、日頃の疲れを癒やし、心と体をリフレッシュできる日帰り温泉び

んぐし湯さん館などでは、日本人の方に限らず、外国人の方にもお越しいただいております。 

 また、観光イベントでは、さかき千曲川バラ公園で毎年開催しているばら祭りや昨年初めて開

催した坂城駅前葡萄酒祭、また、町の特産品であるねずみ大根をＰＲするねずみ大根まつり、坂

城駅前に静態保存されている１６９系電車での各種イベントなど、坂城町の観光施設や特産品を

利活用したイベントには、全国各地から大勢の方が訪れております。 

 また、当町への誘客を図るため、広報誌や町及び観光協会のホームページなどによる観光情報

の発信のほか、広域的な観光団体にも加盟して、そのスケールメリットを生かした情報発信や観

光地等に赴いてのＰＲ活動などを実施しております。 

 また、銀座ＮＡＧＡＮＯでのアンテナショップを利用したイベントや特産品等の宣伝も行って

いるところでございます。 

 昨年は、上田城で行われた千本桜まつりや長野市の善光寺花回廊、また、東京都青山での観光

ディスプレイの設置や霞が関での信州長野マルシェ、金沢近江町市場での「おいでよ信州キャン

ペーン」などに参加し、県内外の多くの方と触れ合い、当町の魅力発信と認知度向上を図るため、
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周知・ＰＲ活動に努めてきたところでございます。 

 ご質問のコロナ後の観光振興の考えについてでございますが、コロナ禍においてイベントや誘

客の取り組みなど、人が大勢集まる中での活動は中止もしくは感染予防対策を講じた上での規模

を縮小した開催といった制限をかけての実施となり、今までの同様のＰＲ活動などができない状

況になっております。 

 その一方で、ホームページやＳＮＳを活用した観光ＰＲなどを行うことは可能でありますので、

コロナ禍においても町の観光施設等の魅力を伝えられるパンフレットやホームページの充実を図

り、また、イベントや季節ごとの情報をより早く発信できるよう更新にも努めてまいりたいと考

えております。 

 新型コロナウイルスの終息後には、人の流れを当町に再び呼び戻し、にぎわいの創出と地域の

活性化を図るため、観光資源の有効利用と新しい生活様式でのイベントに向けたアイデアを考え

ながら準備してまいりたいと考えております。 

 また、当町が持つ魅力や観光資源等の掘り起こしと発信を行い、観光をきっかけに坂城町を知

り、魅力を感じていただけるよう取り組む中で、当町への移住・定住にもつなげられる観光振興

に努めてまいりたいと考えております。 

３番（山城君）  今、担当課より答弁いただきました。移住・定住のことについていくつか再質問

させていただきます。 

 先ほど相談会というのをオンラインでされたということなんですが、１つ目としては、移住に

関する相談、相談があったのかというのは今あったということでいいんですけど、その相談件数、

何名の方が相談をしてきたのか。相談があったのか。そして、その相談に対してどのような対応、

アドバイスというか、どういった対応をされたのかのこの２点について再質問いたします。 

企画政策課長（臼井君）  再質問にお答えいたします。 

 今年度の移住に関する相談実績でございますが、１０月及び１１月に開催されたオンラインに

よる移住相談会におきまして３件のご相談をいただいたところであります。予定されていた２回

の相談会が中止とされたこともあり、前年度と比べ大きく減少している状況でございます。 

 また、相談者への対応につきましては、オンライン相談会の中で相談者からいただいた地域の

特性や町の特色などの質問や心配事などに対し丁寧にご説明をさせていただいたほか、移住体験

ハウスをご案内するとともに、アンケートをお願いし、希望する資料をお送りするなど、相談会

をきっかけとしてさらに町に興味を持っていただけるような対応をしているところでございます。 

３番（山城君）  再度の質問を１つお願いしたいんですが、今、課長からのお答えの中に移住体験

ハウスというものがあるということなんですが、それについてもう少しご説明いただきまして、

さらに魅力、移住者の方、また、この一般質問をＵＣＶ等で聞いている方にも含めて説明をお願

いいたします。 
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企画政策課長（臼井君）  移住体験ハウスでございますけれども、こちら、町へ移住を検討されて

いる方が実際に坂城町を訪れていただいて、そこを起点に町内をいろいろ調査をいただけるとい

うような施設でございます。１週間を限度に無償でお使いをいただける施設となっておりまして、

今年もこのコロナ禍ではありますけれども、３件のお問合せをいただいたところであります。そ

のうち２件につきましては往来がなかなか難しい地域の方でありましたので、そういったご説明

をさせていただく中でご利用には至らなかったところでございますけれども、１件については実

際に滞在をしていただきまして、坂城町を候補の一つということで引き続き検討していきたいと

いうような回答もいただいているところであります。 

 町といたしましては、チラシも活用して、ホームページ、それから相談会、そういったものを

積極的に活用する中で広く周知を図って移住の体験にご活用いただければと思っているところで

ございます。 

３番（山城君）  再質問に対しても担当課長よりご答弁いただきました。 

 今、刻々とコロナの状況、変わってきていると考えております。昨日の同僚議員の話にもあり

ましたが、ワクチンの接種が外国においては始まったということであります。ワクチンが当町、

坂城町に来るまで、そして希望者が打てるようになるのはどのぐらいになるというのはなかなか

見通しがつかないとは思うんですが、いずれ坂城町にも多くの方が今までのように来て、また、

今までのようにいろいろな人と交流できて魅力をお互い、来た方に魅力をしっかり伝えていただ

いて移住・定住につなげていっていただきたいなということを思っております。 

 また、本当にタイムリーな話なんですが、地元の方から実は空き家バンクのことを先日言われ

たばかりであります。空き家バンクに対してどうしろという話ではなかったんですが、要するに、

空き家バンクを活用して何かできないかという話だったんですが、今、課長の答弁にもありまし

たとおり、空き家バンクの活用も考えているということだったので、それを聞いて安心した次第

であります。 

 そして、ＵＩＪターンですが、学生がまた戻ってきたり、また、一度東京に出た方で戻ってき

たりだとか、そういうこともコロナの後、もしくはちょっとずつコロナが落ち着いてきた頃には

できてくればいいなと、希望ではありますが、感じるところであります。そして、何よりも、今、

このコロナ禍の状況において、リアルとオンラインのハイブリッド、それを活用して当町の魅力

を発信し続けていただきたいなと思っております。 

 そして、先ほど課長からも話がありましたように、去年行われた葡萄酒祭、今年はなかったん

ですが、私の関わっている児童クラブの職員からこの間こんなことを言われました。来年は葡萄

酒祭やってほしいねと。ねずこんも好きだし、バラも好きだし、お酒・ワインも好きだしと。隣

の上田市の在住ではあるんですが、坂城町の動向を隣の上田市からもしっかりと見ていただけて

いる、もしくは見られているということを感じた次第であります。 
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 そして、最後になります。最後にこれはまとめになるんですが、いささか厳しい言葉になるん

ですが、去年の１２月議会において私もいじめの話を取り上げたんですが、随分昔の話になりま

す。私が中学に入学して間もない頃です。いじめに遭っていたにもかかわらず、みんなで中学校

へ行かせない運動があったという誠に耳が痛い話があるんですが、言われた側が実はずっとこれ

を覚えていまして、そして正直、今でもこの言葉が耳から離れない、頭から離れないということ

を思っております。 

 そして、もう一つ、耳が痛い話になるんですが、これも昔の話です。県道７７号線、県道長野

上田線ですが、こちらに車で通行している方がいました。ですが、それを見たある方からこんな

ことを言われたのを覚えております。あの方は迷惑だ。これについては、幼かった私ですが、何

とも言えない衝撃的な言葉だったのを覚えております。 

 新型コロナウイルス感染症が流行する今、ウイルスに感染した方などへの誹謗中傷、差別をな

くす運動「シトラスリボンプロジェクト」が盛んに行われております。長野県のホームページに

よると、シトラスリボンプロジェクトとは、誰もが新型コロナウイルス感染症に感染するリスク

がある中、たとえ感染しても地域の中で笑顔の暮らしを取り戻せることの大切さを伝え、感染さ

れた方や医療従事者がそれぞれの暮らしの場所で「ただいま」、「お帰り」と受け入れられる雰

囲気をつくり、思いやりがあり、暮らしやすい社会を目指す、これは愛媛県の有志プロジェクト

「ちょびっと１９＋」という方が進めるプロジェクトになると記されております。 

 ちなみに、このシトラスリボンプロジェクトの公式ホームページにはこんなことも書かれてい

ます。このシトラスリボンを身につけたり、おうちの玄関や郵便受けに掲示してみてくださいと。

そして、最後には、リボンの画像をＳＮＳで発信することも、このプロジェクトが広まるきっか

けになりますよと。こういうことも書かれておりました。 

 この運動に対しては私も本当に賛同いたしますし、しかしながら、残念なことなんですが、こ

のリボンをつけていながら、新型コロナウイルス感染症以外のことに対して差別的な言動や誹謗

中傷している人を先日お見かけしました。シトラスリボンをつけていれば、コロナに関する誹謗

中傷以外ならしてもいいのだろうかと。半ば憤りを覚えたわけでありますが、もちろん、そんな

ことはあってはならないでしょうし、してはいけないと思っています。 

 １１月２８日土曜日です。坂城での事件について新聞記事が掲載されました。その文章を読み、

私も不安に思いました。また、この新聞記事に対して町内のある方から「この町は大丈夫なの

か」という言葉をいただきました。このような不安を持つのはある意味当然とも言えます。私も

そうですが、先ほど昔の話をしましたが、今は私は助け合いができる町だと当然思っていますし、

それを推進すべく私も議員として活動しているわけですが、それが本当にできている町なのかな

と、その言葉を聞いて正直不安に思ったわけです。また、一方で、客観的に見たときに、この町

に対する印象にも影響があるのではないかと思ったわけです。印象が悪ければ、移住・定住した
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いと考える人が多くなるとはなかなか考えづらいと思っています。もちろん観光にも影響がある

のではないかと不安に思うことは尽きないんですが、そもそも今現在ここ坂城町に住む人たちに

も影響があったらどうしようと、正直本当にこれも不安です。いじめや差別、誹謗中傷がある町

というイメージを持たれてもいけないわけです。 

 なぜ先ほど私の昔の話をしたかといえば、今回、そういった差別、そういうことをなくしてい

きたい思いとともに、いいところは坂城町にいっぱいあるんだ。それを様々な立場の方が様々な

立場で様々な方法でアピールしていただきたい。そして、コロナが明けたときには坂城町にたく

さんの人が来てもらいたいという思いでいるからこそ、今回の一般質問のこの２つの質問になっ

たわけであります。 

 新型コロナウイルス感染症が流行して世界は大きく変わろうとしていると感じています。先ほ

ども申し上げましたが、都会から地方へという動きも進んでいます。この坂城町が本当にいい町

だとＰＲするためにも、社会の様々な多様性、先ほども性の多様性のことを申し上げましたが、

多様性を認め合える町、そして、いじめ・差別が起きないまちづくり、そして、もし悩むことが

あっても助け合いができる町をよりさらに強固にしていかなくてはと感じるわけであります。 

 いささかマイナスな話を少ししてしまいましたが、マイナス面をプラスに変えるなら今です。

このコロナの状況はプラスに変えていかなきゃいけないのかなと、この質問をするに当たり強く

思ったわけです。町民総ぐるみでそのマイナスの部分はプラスに変えていきましょう。そして、

変えるなら今だと思っております。その思いを伝えまして、今回の一般質問は以上で終わりにし

ます。 

議長（西沢さん）  ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時１５分～再開 午後 ２時２５分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

 次に、８番 玉川清史君の質問を許します。 

８番（玉川君）  ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問を始

めます。 

 初めに、１、障害者福祉について、イ、施設について、質問１つです。１、千曲坂城圏域と坂

城町にある障がい者が利用できる施設について、入所・通所の大まかな区分による施設の数と、

その過去３年間の支給決定の利用者数は。 

 障害者自立支援法から障害者総合支援法への法改正によって、障害のある人を権利の主体と位

置づける基本理念、これが設けられたことで、第１条の２には、住み慣れた場所で可能な限り必

要な支援が受けられること、社会参加の機会の確保、どこで誰と暮らすかを選べるなど、障がい

のある人が保障される権利が明確になりました。 

 障がいのある人へのサービスは、介護給付サービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援
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護、重度障害者等包括援護、ショートステイ、療養介護、生活介護、施設入所支援など、訓練等

給付サービスとしては、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、

グループホームなど、相談支援サービスとして、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援が

あり、障がいのある子どもを対象とするサービスには、先ほどのサービスの一部と障害児入所支

援、これは都道府県管轄、福祉型と医療型があります。市町村管轄では、障害児通所支援、児童

発達支援と医療型児童発達支援があります。放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、

保育所等訪問支援などがあるということですけれども、障がいのある人が利用できる千曲坂城圏

域と坂城町にある施設と利用者数はどうでしょうか。 

 続いて、ロの精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療（通院）受給者について、質問は１つ、

１、医療費助成を精神科入院にも適用に。 

 障がいのある人の介護をするのは９０％以上が家族であるという調査があるように、本来なら

国がしっかりとした対策をすべき大問題であるわけですが、特に障がいが重度であるほかの障が

いのある人の介護と同様に、精神障がいのある人の介護をしている家族介護者は一日中、目を離

せず、仕事も十分にできない状態であったり、国民年金が主な収入である介護者の場合は、少し

でも支出を抑えなければいけない厳しい状況であるとの相談がありました。 

 坂城町の福祉医療制度の支給対象者を見ると、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療（通

院）受給者について、対象医療の外来・入院で精神科入院が適用外となっています。しかし、近

隣の自治体では、世帯の所得制限はありますけれども、給付の対象としているところもあります。

ぜひ坂城町でも給付対象として考えてほしいと考えますけれども、町の考えはどうでしょうか。 

 以上、１回目の質問です。 

福祉健康課長（伊達君）  １、障害者福祉について、（イ）施設についてのご質問から順次お答え

をいたします。 

 まず、千曲坂城圏域と坂城町にある障がいのある方が利用できる施設の施設数でございますけ

れども、様々な形態がございますので、ここでは法定の給付となります入所等のサービスである

居住系と通所のサービスであります日中活動系や就労系といった障害福祉サービスの体系別にお

答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、入所等のサービスを行う居住系につきましては、施設に入所して、入浴・排せつ・食事

の介護等を行う施設入所支援を提供する事業所が千曲坂城圏域内に３か所、うち町内には１か所

がございます。また、日常生活での援助をしながら共同生活の場となるグループホームにつきま

しては、圏域内に１０か所、うち町内には１か所がございます。 

 次に、通所サービスのうち日中活動系につきましては、常に介護を必要とする人に昼間、入

浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作活動や生産活動の機会を提供する生活介護事業

所が圏域内に７か所あり、うち２か所が町内にございます。同じく通所サービスのうち就労系に
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つきましては、一般企業等へ就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のた

めに必要な訓練を行う就労移行支援と一般企業等での就労が困難な人に就労機会の提供と能力等

の向上のため必要な訓練を行う就労継続支援事業所が圏域内に合計１５か所ありまして、そのう

ち２か所が町内にございます。 

 次に、利用者についてでありますが、各年度４月１日時点の支給決定者数と年間の延べ利用者

数、令和２年度におきましては１０月末時点の利用者数になりますけれども、申し上げたいと思

います。ただ、この利用者数につきましては、障害福祉の場合は圏域外の利用者もかなりおられ

ますので、それを含めた数字ということでご理解を頂戴したいと思います。こちらについても障

害福祉サービスの体系別にお答えいたします。 

 居住系サービスのうち施設入所支援の支給決定者数でございますが、平成３０年度が２０人、

令和元年度が２１人、今年度が１９人で、延べ利用者数は平成３０年度が２７０人、令和元年度

が２４０人、今年度が１０月末時点で１５７人ということでございます。 

 次に、グループホームについてですが、４月１日現在、支給決定者数は、平成３０年度が

２２人、令和元年度が２０人、今年度が１８人で、延べ利用者数は、３０年度２５４人、元年度

２５２人、今年度が１０月末時点１４８人ということでございます。 

 続いて、日中活動系サービスであります生活介護の支給決定者数でありますが、３０年度、元

年度、今年度ともに４８人でございます。延べ利用者数は、３０年度が５８１人、元年度が

５９２人、今年度が３７３人でございます。 

 就労系サービスであります就労移行支援と就労継続支援の支給決定者数につきましては、これ

は３つのサービスを合計をいたしまして、平成３０年度が３２人、元年度及び今年度については

３９人でございます。延べ利用者数は合計で３０年度が４２１人、元年度が４８０人、今年度が

３２５人でございます。 

 このほか、自立訓練を行う事業所が圏域内では町内に１か所でございます。 

 また、直接利用をするという施設ではございませんけれども、相談支援事業所が圏域内１０か

所で町内に２か所、居宅介護や行動援護など、訪問系のサービスを行う事業所については、複数

のサービスを重複して行っている事業所もございますので、その場合は１か所というカウントで

お答えをいたしますけれども、圏域内には８か所、うち１か所が町内にございます。 

 また、これらのサービスに係る支給決定者数でございますけれども、合計で３０年度が

１３９人、元年度が１４０人、今年度が１４７人で、延べ利用者数は合計で３０年度が５８７人、

元年度が６５０人、今年度が４５８人でございます。 

 また、児童福祉法に基づき障害児福祉サービスを提供する事業といたしまして、医療型の入所

施設が圏域内に１か所、町内ではございませんけれども、圏域内に１か所ございます。そのほか

は、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、児童の通所系の施設が圏域内に合計１５か所あ
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り、うち３か所が町内に、また、そのほか、相談支援事業所が圏域内に合計７か所、うち２か所

が町内にございます。 

 児童の入所につきましては、ご質問でもありましたけれども、県の管轄になりますので、ここ

では通所系と相談支援の利用者数について、先ほどの障がい福祉サービス同様に、支給決定者数

と年間延べ利用者数を申し上げたいと思います。 

 支給決定者数につきましては合計で平成３０年度が５１人、令和元年度が５２人、今年度が

６２人で、延べ利用者数は平成３０年度３８２人、令和元年度が４７２人、今年度が１０月末時

点で３１６人という状況になってございます。 

 続きまして、ロの精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療──通院でありますけれども──受

給者についてということで、医療費助成を精神科入院にも適用をというご質問についてお答えを

いたします。 

 障がいがある方への医療費の助成につきましては、子どもやひとり親家庭などと同様、福祉医

療費給付事業として実施をしているところで、障がい者に係る福祉医療は、身体障害者手帳交付

者、療育手帳交付者、精神障害者保健福祉手帳及び精神通院医療に係る自立支援医療受給者に区

分し、それぞれ要件を設けて実施をしております。 

 当町での精神障がい者への福祉医療費につきましては、精神障害者保健福祉手帳１級から３級

の交付者と精神通院自立支援医療受給者が対象で、所得要件は設けずに精神科入院を除く入院及

び全診療科の通院に対して給付を行っているということでございます。 

 県内の市町村の状況を見ますと、手帳交付者に対する精神科入院を福祉医療費の給付対象とし

ている自治体が３６市町村ございます。それぞれ手帳の等級による制限や所得による制限を設け

るなど、対象範囲が様々であります。また、入院自体を給付対象としていない自治体は４０市町

村ということでございます。 

 福祉医療費給付事業につきましては、基本的に市町村が実施をする事業でありますけれども、

福祉の増進の観点から、県においても一定の対象範囲に係る給付分については市町村に対して助

成を行っており、精神障がい者に係る県の助成対象は、手帳の１級については通院のみ、手帳の

２級については自立支援医療の精神通院医療のみということで、さらに一定の所得制限も設けら

れているということでございます。 

 一方、当町におきましては、先ほども申し上げましたように、手帳の１級から３級及び自立支

援医療受給者全てについて、精神科入院は除きますけれども、入院と通院を対象とするとともに、

所得制限についても設定をしておらないということで、県の助成対象を大幅に拡充して、単独の

事業として実施をしているという状況でございます。 

 また、福祉医療費給付事業は、精神障がいだけでなく、身体障がいや知的障がい、６５歳以上

の国民年金法施行令別表該当者、子ども、ひとり親家庭などを対象に給付を行っており、そのう
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ち当町では、身体障がい者、知的障がい者、子どもについて、先ほどの精神障がい者の方と同じ

ように県の助成範囲を超えて実施をしているということでございまして、町が独自に対象を拡大

している費用については全て一般財源を投じて対応しているという状況でございます。 

 一方、精神障がい者に係る福祉医療については、今年度策定を進めております障害者計画等の

策定委員会においても、精神科入院への適用に関し、ご意見を頂戴しているというところでござ

います。こうしたご意見も踏まえつつ、町の財政状況における制度の持続可能性も考慮する中で、

他市町村の実施方法も参考として、今後の研究課題とさせていただきたいと考えております。 

 併せまして、県では、来年８月より精神障害者保健福祉手帳２級交付者の通院について、自立

支援医療の精神通院のみを現在助成対象としているところでありますけれども、これを全診療科

の通院へ拡充する予定ということもお聞きをしております。こういったことを踏まえ、さらなる

県の対象の拡大ということについても引き続き要望してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

８番（玉川君）  細かい説明をいただきました。前向きな方向でもって動いていただければと思い

ます。 

 再質問ですが、施設についてですけれども、特に精神障がいのある方、その人の身近な地域で

の受皿となっていますグループホームなど、今後の計画についてはどうお考えでしょうか。お願

いします。 

福祉健康課長（伊達君）  再質問にお答えをいたします。 

 精神障がいの方の受皿となるグループホームの今後の計画ということでございますけれども、

グループホームにつきましては、入所や入院をされている方の地域生活への移行を進める上で重

要な一つの受皿であると認識をしているところでございます。 

 今年度策定を進めております第６期障害福祉計画に係る国の指針におきましても、これは第

５期に続いてでありますけれども、サービス提供体制確保に関する基本的な考え方の一つとして

グループホーム等の充実ということが上げられております。 

 ただ、規模の小さな自治体におきましては、グループホームだけではなくて、様々なサービス

の提供施設、提供基盤が全てそろうということは、これ、現実的には難しいという状況もござい

ます。 

 そういった中で、障害福祉サービスにつきましては、市町村という基本的な単位に加えまして、

圏域という考え方がございます。当町におきましても、当事者の皆さんをはじめ、様々な関係機

関が参画する千曲坂城地域自立支援協議会を組織して、地域での課題ですとか、そういった共有

をしながら、サービスの提供体制などを含めて協議を行う場がございますので、こうした場でも

検討を進めていくことが必要ではないかなと、そんなふうに思っております。 

 合わせまして、町内でそうした事業に取り組みたいといったお話がありましたら、積極的にご
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相談に応じてまいりたいと、そんなふうに考えているところでございます。 

８番（玉川君）  先ほどのお答えの中で、民間でもって開所するというご要望があればというお話

でしたけれども、その場合、場所の提供というのは例えば公営住宅とかあるようですけれども、

そういったところは考えてもよろしいんでしょうか。 

建設課長（大井君）  今、公営住宅、町営住宅の活用というようなご質問をいただきましたけれど

も、町におきましても個別施設計画の中で町営住宅の在り方についても現在詰めているところで

ございます。活用していけるような町営住宅、なかなか老朽化しておりますので、すぐさまグ

ループホーム等に活用していくというのはなかなか困難な問題かなというふうに考えております。 

８番（玉川君）  いずれ今介護していただいている親御さんも亡くなって、親亡き後というのを考

えなければいけなくなりますので、自立できるような手厚い支援、応援を期待しています。 

 続きまして、２の生活保護について、イ、生活保護認定について、１、認定までの町としての

関わりは。 

 長野保健事務所の資料によりますと、坂城町での年度末での延べ世帯数は、平成２４年の

３３２以降、平成２９年が３７１、３０年が３６４と微増傾向にあります。個人の力ではどうし

ようもない影響、病気、けが、災害、この１年では台風災害や新型コロナ感染症などにより、廃

業、失業、雇い止めなどで収入の道が途絶え、生活保護を必要とする人も増えてくることが当然

考えられると思います。生活保護申請の窓口である町では、相談者や希望者に対してどのような

対応をしてくれるのか。申請までの流れについての説明をお願いします。 

福祉健康課長（伊達君）  ２、生活保護について、イとして、生活保護認定についてということで

ご質問をいただきました。お答えをいたします。 

 生活保護につきましては、資産や能力等、全てを活用しても、なお生活に困窮する方に対し、

困窮の程度に応じて必要な保護を行い、憲法第２５条に規定する理念に基づき、健康で文化的な

最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とした制度でございます。世帯ごとに

国で定めた基準額から算定した最低生活費と実際の収入を比較し、収入が最低生活費より少ない

場合に、その不足する額が保護費として支給される制度でございます。 

 生活保護の実施機関につきましては、居住地域を所管する福祉事務所が行うこととされ、市に

おいては市が設置する福祉事務所、町村においては県が設置する福祉事務所ということになりま

す。当町におきましては、県の長野保健福祉事務所が実施機関となりますが、町におきましても

町民の皆様の一番身近な窓口として相談に応じているところでございます。 

 また、相談機関といたしましては、町以外にも町の生活困窮者自立相談支援事業の委託先とし

て相談支援を行っている町社会福祉協議会や、平成２７年４月に生活困窮者自立支援制度が開始

され、生活保護に至る前段階での早期に生活相談ですとか就労支援を行う第二のセーフティーネ

ットであります、まいさぽ信州長野など、様々な機関で相談をお受けすることができるというこ
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とでございます。 

 各機関への相談につきましては、町や町社会福祉協議会、まいさぽ信州長野、生活保護の実施

機関でございます長野保健福祉事務所など、関係機関が連携し、支援会議を重ねる中で、ご本人

やご家族から生活の状況や困り事、希望などをお聞きし、生活全般にわたって必要な支援につな

げているところでございます。 

 また、状況に応じて生活保護制度について説明をする中で、申請の意向があった場合には、ご

本人やご家族、扶養義務者の状況や保護の開始を必要とする理由などを記入した保護開始申請書

を提出していただくということになります。 

 申請書につきましては、直接、実施機関であります長野保健福祉事務所へ提出をしていただく

こともできますけれども、町も含めた相談あるいは支援会議を通じて申請に至るケースが多く、

ほとんどの場合は町を経由しての提出ということになってございます。 

 町では、保護開始申請書の提出を受けると、生活保護法第２４条第１０項の規定に基づき、保

護に関する参考事項を記した保護申請に伴う調査書を作成し、申請書と併せて長野保健福祉事務

所へ進達を行うという流れになります。 

 調査書につきましては、町の公簿等により確認できるご家族や扶養義務者の状況、資産の状況、

公租公課等の状況のほか、保護の必要性に関する町の意見として、ご本人あるいはご家族からお

聞きした生活の状況等に加え、障がいや介護の程度、サービスの利用状況などについても併せて

記載をさせていただいているというところでございます。 

 一方、長野保健福祉事務所では、保護開始申請書の提出を受け、保護の決定に必要な事項とい

たしまして、生活状況等を把握するための家庭訪問等による実地調査、預貯金、保険、不動産等

の資産調査、扶養義務者による扶養の可否の調査、年金等の社会保障給付、就労収入等の調査、

就労の可能性の調査、関係機関への調査等を行い、この調査結果を基に定められた基準により、

保護が必要かどうか、また、必要な場合はどの程度必要なのかといったことを福祉事務所長が決

定をし、申請者に対し文書で通知を行っているというところでございます。 

 このように、町では保護の決定あるいは実施という部分についての権限はございませんけれど

も、これまで申し上げましたように、一番身近な窓口として相談の段階から関わるだけでなく、

保護の開始後も福祉事務所等と連携して支援にあたっているというところでございます。 

８番（玉川君）  安倍前首相は、衆議院の決算委員会で、「文化的な生活を送る権利があるので、

生活保護を申請してほしい。我々も様々な機関を活用して国民に働きかけたい」と明言している

ように、権利として遠慮することなく申請していけるよう、支援を続けていっていただきたいと

思います。 

 続きまして、３のコロナ対策について、質問は３つあります。イの事業所支援について、１、

コロナ禍の事業所への影響は。 
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 町長の招集挨拶にもありましたけれども、７～９月期経営状況調査の結果については、町内の

主な製造業２０社の生産量は前回調査よりプラスが増えたが、依然として厳しいとの判断でした。

雇用情勢についても不安定とのことですけれども、２０社だけではない町内事業所の状況はどこ

まで把握されているのでしょうか。 

 ２、支援策の利用状況は。 

 町は独自の支援策を次々と打ち出し、持続化応援支援金、経営安定特別資金など、他市町村の

事業者からも羨ましいと言われるようなものがあります。国・町の主な支援策の利用状況はどう

でしょうか。 

 ３、支援策の延長などのお考えは。 

 支援策には期限がありますけれども、コロナ禍は収まるどころか、非常事態宣言が出た４月よ

りも深刻な状況になっています。町内事業所の存続、雇用維持のためには、支援策の一層の充実

と期限の延長が必要だと思いますが、町の考えはどうでしょうか。 

町長（山村君）  ただいま玉川議員さんから３番目の質問としましてコロナ対策について、そのイ

として事業所支援について、また、１、２、３と質問がありました。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、１１月に入り急激に拡大して、県で独自に設定す

る６段階の感染警戒レベルが１１月１４日に当町を含む長野圏域でレベル４に引き上げられ、新

型コロナウイルス特別警報が発令されたという状況であります。また、１２月４日にはレベル

３に引き下げられましたが、全国的にはまだ感染者数が増加しているという状況であり、引き続

き感染拡大防止対策の徹底について、町民、企業の皆様にはご理解とご協力をお願いしたいと思

っております。 

 そうした中で、企業活動等の回復の兆しも徐々に見え始めてきてはおりますけれども、まだ先

行きは見通せない状況であり、感染防止の啓発を行いつつ、事業所等の回復が足踏みしないよう

支援を行ってまいりたいと考えております。 

 まず、コロナ禍の事業所への影響についてでありますが、１０月に実施いたしました町内の主

な製造業２０社の経営状況調査では、生産量、売上げともに回復基調の回答も増えてまいりまし

た。これは、主な業種別に２０社選んでおりますので、それ以外のところは全然見ていないとい

うわけではございません。 

 今申し上げましたけれども、若干回復の傾向もありますけれども、しかしながら、町内の小規

模の零細事業所はまだまだ回復が遅くて、商業、特に飲食店は忘年会等の予約も少なく、大変厳

しい状況が続いていると伺っております。町内全産業において総体的には依然として厳しい状況

にあることがうかがわれます。 

 また、町内金融機関と行っております懇談会においては、前年同月比５０％以上の売上げが減

少している企業等が対象となる持続化給付金について、町内事業所の半分以上が給付金を受けて
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いるとお聞きしており、町内の事業所等が新型コロナウイルスによる甚大な影響を受けていると

感じているところであります。 

 一方で、９月頃から自動車や建設機械関係などの一部の産業では持ち直しの動きも見られ、一

時帰休の解除や、残業や夜勤の再開、人材の確保のための求人を行うなど、徐々にではあります

が、回復傾向の業種も出てきております。 

 町といたしましても、事業活動に必要な支援策などを講じ、新型コロナウイルス感染拡大前の

水準に一刻も早く回復できるよう努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、支援策の利用状況についてお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症に係る対策として、町ではこれまで様々な支援制度等を講じてまい

りました。 

 まず、中小企業、小規模事業者の資金繰りを支援する経営安定特別資金、これは貸付限度額が

５００万円の運転資金であり、貸付後５年以内においては利子の全額補給、また、保証料につき

ましても全額補給するというものであります。１１月末までの融資の状況は、あっせん申込件数

が１５７件、融資額の合計が６億７００万円という状況であります。 

 また、県と町との協調による新型コロナウイルス拡大防止協力金支援金は、緊急事態宣言の発

令中に休業等の要請に協力いただいた事業者に対する支援として実施いたしたところでございま

す。町内の事業者２８件に一律３０万円の協力金を支給いたしましたが、飲食店などの３密が想

定される施設の休業や時間短縮により、新たな感染防止につながったものと考えております。 

 続いて、新サービス創出応援補助金でありますが、外出自粛要請等の影響により売上げが落ち

込んでいる飲食事業者が新たなサービスとしてテイクアウトやデリバリーなど、経営の多角化や

売上げを確保する取り組みに係る初期費用を限度額２０万円として補助するものであります。申

請期間を令和２年６月１日から８月３１日までとして実施し、申請件数は１３件、交付決定額は

２５４万円でありました。今後、飲食店事業者から実績を報告いただき、補助金額の確定後、随

時補助金を交付してまいります。 

 続きまして、スタンプラリー消費回復応援事業でありますが、業況が悪化している町内商業や

サービス業などを営む事業所の経営回復と事業継続を図り、地域の消費喚起を促すため、商工会

への委託事業として実施してまいりました。６月と７月の２回、スタンプラリー用の台紙を全戸

配布し、延べ８６５人の方にご参加いただいたところであり、スタンプラリーでの買い物と進呈

した商品券利用と合わせますと５００万円を超える経済効果があったものと考えております。 

 続きまして、小規模事業者等持続化応援支援金でありますが、国の持続化給付金の対象となら

ない１か月の売上げが前年同月比で３０％以上５０％未満減少している事業者を対象として一律

２０万円を支給するものであります。支援状況といたしましては１１月末現在４８件の申請があ

り、９６０万円を支給しております。 
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 なお、当初は７月末までの申請期間としておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大が収

まらず、小規模事業者等への甚大な影響が続いていることから、申請受付期間を来年１月２９日

まで延長し、支援を継続しているところであります。 

 続きまして、雇用調整助成金等申請支援補助金は、国の雇用調整助成金等の助成を受ける際、

その申請書作成に係る業務を社会保険労務士に委託し、支払った経費に対し補助金を給付するも

のであります。補助申請は１事業者１回までとし、補助上限額を１０万円としておりますが、

８月１日から受付を開始し、１１月末現在で９事業所に交付いたしました。 

 また、国の雇用調整助成金特例措置の緊急対応期間が９月３０日から１２月３１日まで延長さ

れたことに伴い、町の補助申請期限を令和３年２月２６日まで延長したところであります。 

 さらに、国においては、緊急対応期間を令和３年２月末まで延長すると表明したことから、町

の補助申請期限についてもさらなる延長を検討してまいります。 

 続きまして、飲食系応援クラウドファンディング事業でありますが、商工会と連携して事業を

実施し、クラウドファンディングで集まった支援額に対して運営会社に支払う手数料相当を補助

いたしました。クラウドファンディングには町内飲食系事業者２７社が登録し、目標額５００万

円に対し、ほぼ近い額の総額４５７万５千円の支援があったところであります。大勢の皆様の応

援がコロナ禍の中で頑張る飲食系事業者の方の力になったものと考えております。 

 今後の支援策につきましては、既存の支援策の検証とともに、国や県による支援策の動向、ま

た、商工会や金融機関などからの情報を得る中で、事業所ニーズの把握も行い、町内事業所の事

業継続と雇用維持を図るため、現在講じている支援策の延長も含めて、必要とされる支援につい

てさらに検討してまいりたいと考えております。 

８番（玉川君）  いずれにしても、支援には財源が必要ですが、税収の見通しもあんまりよくない

でしょうけれども、１０年、２０年後を見越しての利用の周知、それと対策の検討をお願いしま

して、次に移ります。 

 ４として、除雪について、質問は２つです。イ、除雪体制の確保について、平成２６年２月の

大雪を経験して、現在はどのような除雪体制を取っているのか。 

 平成２６年２月の大雪以降、今年はどうか、今年はどうかとただただ不安に思っているだけで、

結局、昨年までは生活に影響が出るほどの大雪はなかったわけですけれども、長期予報では平年

並みかそれ以上の積雪の予報が今年は出てきています。備えておくことは大切ですので、いざと

なったらどのような体制になっているのか、説明をお願いいたします。 

 ２、平成２６年２月のような状況で区が除雪をした場合、町が補助等を出すことはどうでしょ

うか。 

 国道、県道、主要な町道などは、それぞれの所管が除雪の手配をすることになるわけですけれ

ども、一番身近な生活道路については、地域住民がそれぞれの地区で対応をしています。 
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 しかし、特に災害級の大雪の場合は、昼夜関係なく何度も除雪するのは、働き手が仕事で出か

けた後の家を守っている高齢の皆さんが多いのではないでしょうか。そういうときに頼るのは、

地域のコミュニティである区だと思います。区の役員さんなどが動いてくれた場合には、町とし

ても何らかの支援が必要ではないかと思いますが、町のお考えはどうでしょうか。 

建設課長（大井君）  除雪についてのご質問にお答えをいたします。 

 町では、冬季における道路の安全確保のため、町内主要幹線道路及び循環バス路線などに対し、

町内建設業の皆様などに除雪・融雪剤散布作業を委託しており、この１２月補正予算案に除雪作

業に係る経費について計上をしております。 

 はじめに、平成２６年の降雪について申し上げますと、２月８日と１４日から１５日にかけて

２回大雪が降り、２月８日は町内において約４０センチの降雪があり、１４日から１５日にかけ

てはおおむね８０センチの積雪で、町内のみならず、広範囲にわたり工場や農業施設などへの被

害や交通障害などがございました。 

 このような状況を踏まえ、除雪体制についてのご質問ですが、はじめに、除雪に対する対応と

して、平成２６年の経験を基に、５０センチメートルの積雪があった場合、災害対策本部を設置

し、除雪作業等に対応することといたしました。 

 次に、道路の除雪につきましては、それぞれの道路管理者が実施をしており、国道１８号は国

が除雪作業を実施し、町内の各県道につきましては千曲建設事務所が実施しているところでござ

います。 

 町の除雪体制につきましては、町の４つの建設業者が大型除雪機械８台を保有し、除雪作業が

迅速に行えるよう体制を整えていただいており、通常、おおむね１０センチメートル程度の降雪

があった場合はＡ０１号線、こちらは産業道路になりますが、Ａ０１号線をはじめ、国道、県道

を結ぶ町の幹線道路など５３路線、約４６キロメートルの除雪作業を実施いたします。 

 また、道路の凍結が予想される場合は、Ａ０１号線をはじめ、山間部など、幹線道路１０路線

に約１０キロメートルに融雪剤散布作業を行っております。 

 平成２６年の大雪を経験し、豪雪時には効率的な除雪作業が実施できるよう体制の強化を図る

ため、千曲建設事務所と緊急時における相互除雪協定を締結しております。この協定により、豪

雪時には千曲建設事務所が委託している除雪業者と協力し、それぞれが所有している除雪機械に

加え、千曲建設事務所が保有している除雪機１台が町内建設業者に貸し出され、県道や町道の所

管道路にこだわることなく、効率的な除雪作業を実施することが可能となりました。 

 また、平成２６年のような大雪時には、通常の委託業者４社による除雪作業に加え、町内の建

設業など１０社に除雪の協力をお願いし、除雪体制の強化を図り、雪の片付け場所に苦慮した経

験も生かし、千曲川右岸に所在するさかき千曲川バラ公園イベント広場に雪捨て場を確保するこ

とといたしました。 
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 次に、大雪の場合の区への補助のご質問ですが、平成２６年の大雪では、区内で重機等を所有

している方々などにも協力して除雪作業を実施していただいたことからも、地元区に対しまして

補助金を交付した経過がございます。 

 今後、平成２６年のような大雪が降った場合、必要に応じて補助金の交付について検討をして

まいりたいと考えております。 

８番（玉川君）  自治体によっては、ほかの自治体によっては、区が除雪機を購入する際の助成制

度があるとも聞いています。地域住民が工夫をして生活道路の除雪体制を整えようとするときに

は町も支援を考えてほしいと要望いたしまして、以上で質問を終わらせていただきます。 

議長（西沢さん）  ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ３時１２分～再開 午後 ３時２３分） 

議長（西沢さん）  会議時間の延長を申し上げます。本日の会議は、本日の議事日程が終了するま

で、あらかじめ会議時間を延長いたします。 

 次に、２番 小宮山定彦君の質問を許します。 

２番（小宮山君）  ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行

います。 

 今回の質問のテーマは、ごみ問題です。連続してこのテーマを一般質問で取り上げている同僚

議員に刺激を受けてというわけではないのですが、質疑は毎回熱心に聞いておりました。リサイ

クルには、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルがあることなどを

初めて知りました。 

 それはさておき、昨年より当町も構成市町村の１つである上田地域広域連合議会の議員を務め

ております。その関係で、ごみ問題の議論に集中的に数多く触れることになりました。なぜかと

いいますと、ご存じのように上田広域では、ごみの焼却場、資源循環型施設建設が最重要課題と

なっているからであります。最重要課題であるのは上田広域の１０月の定例会において連合長で

ある土屋上田市長の開会の挨拶の冒頭でも明言されておりましたし、一般質問のテーマも全てこ

の問題に集中していました。全員協議会においても同様でした。 

 また、８月下旬から１０月にかけて、数度の資源循環型施設建設に関する説明会があり、私も

サントミューゼで行われた説明会を傍聴しに行きました。建設に向けて、環境アセスメントの実

施がいよいよ始まるようであります。 

 ただ、当町は上田広域のごみ処理広域化計画に参加していませんので、ある上田の市会議員さ

んからは「関係ないのにつき合わせちゃって申し訳ない」と言われました。当事者でないのは確

かですから、差し出がましい発言は遠慮していましたが、数多くの資料に多くの議論を聞きなが

ら、ひるがえって、坂城町ではどうなっているんだろうという疑問、感心が強く頭をもたげ始め

ました。考えてみれば、というより考えてみるまでもなく、誰もがごみを出すのだから、全町民
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が日常的に直接関係する問題です。当然のことながら、当町が推進しようとしているＳＤＧｓと

も深く関わる問題であります。 

 とはいえ、恥ずかしながら、長年ごみ出しを妻に任せっきりだったせいもあり、最近まで分別

の仕方、ごみの出し方からして知りませんでした。この一般質問に当たり、いろいろ聞いたり調

べたりした過程で、疑問に思ったことを中心に質問をいたします。 

 テーマは、大きくはごみ問題１つですが、質問と答弁が長くなるとわけが分からなくなりそう

なので、排出量及びごみ処理の問題、それとＢ施設についてと、分けてお聞きしたいと思います。 

 まず１、一般廃棄物、ごみについて、主にその排出量関係のことをお聞きします。 

 イでは、排出量のことについてお聞きします。当町の一般廃棄物、ごみの現状について、３点

お聞きします。 

 ①平成２８年度からのごみの総排出量の推移は。 

 ②平成２８年度からの１人１日当たりのごみの排出量の推移は。 

 ③１人１日当たりのごみの排出量に関して、長野広域連合構成する他市町村や県平均と比較し

た場合の当町の位置は。 

 この３点をお聞きしたいのですが、これは坂城町一般廃棄物処理基本計画において、平成

２３年度から２７年度の第３次基本計画を、平成２８年度から３２年度までの第４次基本計画に

も全く同じ次の文言があったことによります。それは、「近年のごみの量は減少の傾向が続いて

いますが、長野広域連合組織する市町村において、当町は比較的排出ごみ量が多いというのが現

状です」そうありました。はっきり多いという比率を知って、何となくはそうなんだなというの

は思ったこともあるんですが、それなぜなんだろうと、そういう疑問からこの３つの質問をいた

します。 

 次にロですが、その一般廃棄物の処理についてお尋ねします。 

 その現状を具体的にお聞きしたいと思います。 

 ①葛尾組合焼却場の処理能力が１日当たり何トンか、また、搬入量はどのくらいか。 

 ②葛尾組合焼却場で焼却されている可燃ごみのおおよその組成割合はどうなっていますか。 

 ③として、上山田の葛尾組合不燃ごみ及び資源物処理施設において、不燃ごみはどのように処

理されているか。 

 ④やはり上山田の葛尾組合不燃ごみ及び資源処理施設のその処理能力、１日当たりの搬入量、

受け入れ品目、処理方法、これは③でも聞きましたが、処理方法はどうなっておりますか。 

 最後に、ハとして、リサイクルの現状をお聞きします。 

 ハ、リサイクルについて。 

 ①当町のリサイクル率は県下の他市町村と比べ低いが、過去の取り組みと合わせ、低い理由は

どうお考えか。 
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 ②リサイクル率向上のための方策は。 

 ③生ごみの自己処理、分別収集、資源化についてどうお考えか。 

 第１回目の質問は以上です。 

住民環境課長（関君）  １、一般廃棄物についてのうち、イ、当町の一般廃棄物の現状についてか

ら順次お答えいたします。 

 まず、平成２８年度からのごみの総排出量の推移でございますが、坂城町で排出される可燃ご

み、不燃ごみ、資源物、有害ごみ、粗大ごみまで含んだ、各年度の廃棄物の総排出量と前年度と

の比較を順に答弁いたしますと、平成２８年度が５，０７４トンで、前年度比５．８４％の減、

２９年度が４，９５１トンで、同じく２．４３％の減、平成３０年度が４，９５４トンで、約０．

０６％の増、令和元年度が４，９７６トンで、約０．４５％の増となっております。２８年度、

２９年度と減少傾向が続いておりましたが、３０年度からは増加に転じ推移している状況でござ

います。 

 次に、平成２８年度からの１人１日当たりのごみの排出量の推移はとのご質問でございますが、

平成２８年度が約９４９グラムで、前年度比４．４％の減、平成２９年度が９３３グラムで１．

７％の減、平成３０年度が９３８グラムで０．５％の増、令和元年度が９５０グラムで１．３％

の増となっておりまして、この結果は、総排出量の推移と同じ動きになっております。 

 次に、１人１日当たりのごみの排出量に関して、長野広域連合を構成する市町村や県平均と比

較した場合の当町の位置はについてでございますが、県が公表している市町村別の１人１日当た

りのごみ排出量の平成２８年度から３０年度までの結果によりますと、長野広域管内での家庭系

のごみの排出量は、８市町村中多いほうから３番目、事業系ごみにつきましては１番、合算した

量の順位は２番目に多い排出量となっており、県全体の中での順位も多いほうから１２番ないし

１３番目となっております。県平均に対しては、家庭系のごみの排出量は、約２～４％増と、や

や多めという数字でございますが、事業活動の盛んな当町の特徴として、事業系につきましては、

県平均に対して、約２５～２８％の増となっております。 

 また、家庭系及び事業系を合算した１人当たりの年度別の前年度対比の推移でございますが、

平成２８年度は、県全体の平均が１．７％の減に対し、坂城町は６．７％の減、平成２９年度は、

県平均が０．６％の減に対し、坂城町は１．７％の減と、県平均を大きく上回る減量幅になりま

したが、平成３０年度は県平均が０．７％の減に対し、坂城町は０．９％の増と、やはり平成

３０年度から増加の傾向となっております。 

 ただ事業系のごみを合算して町民１人当たりに換算するということにつきましては、あくまで

も１つの参考指標として捉えているところでございます。なお、家庭系可燃ごみについては、長

野広域連合の資料によりますと、令和元年度、昨年度になりますけれど、１人当たりの排出量は、

長野広域連合平均よりも１４．３％多い状況でございまして、８市町村の順位では、１番多い排
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出量となっております。 

 次に、ロ、一般廃棄物の処理について、順次お答えします。 

 まず、葛尾組合焼却場の処理能力につきましては、日量４０トンの処理能力が可能な炉が２炉

ありまして、合計で８０トンの処理能力となっております。 

 また、当町と千曲市を合わせた可燃ごみ搬入量は、令和元年度の焼却量実績によりますと、年

間約１万８千トンとなっておりまして、年間通算の日量換算にしますと１日当たり約５１トン、

実稼働日数で計算しますと、５８トンの焼却実績となっております。 

 次に、葛尾組合焼却施設で焼却された可燃ごみのおおよその組成割合はについてでございます

が、葛尾組合では、組成割合を出すために、毎月、組成分析というものを行っておりまして、焼

却場に搬入された可燃ごみのうち、一部を抽出しまして乾燥後に種別ごとに区分を行いまして、

年平均の重量ベースで調査を行っております。 

 令和元年度は、紙、布類が５２．８％、ビニール、プラスチックが２６．１％、いわゆる生ご

みの厨芥類これにつきましては１２．７％、竹、木などが３．２％という結果でございます。参

考までに、平成２１年度につきましては、紙、布類が４８．８％、ビニール、プラスチック類で

２２．１％、厨芥類が２５．９％、木、竹が１．２％でありましたので、厨芥類いわゆる生ごみ

がマイナス１３．２％と大きく減少しております。その一方で、紙、布類、ビニール、プラスチ

ックが、それぞれ４％増えたという結果になっております。 

 次に、上山田の葛尾組合不燃ごみ及び資源物処理施設の処理能力、１日当たりの搬入量、受入

れ品目、処理方法はについてでございますが、処理施設は、千曲市と坂城町から排出される鉄や

ガラス製品、瀬戸物などの不燃物やスチール、アルミなどの缶類、乾電池等を受け入れておりま

して、缶などの金属類は、プレス機で圧縮して、それ以外の不燃物につきましても、材質ごとに

選別して、資源になるものは引き取られて再利用されます。１日の処理能力は、選別、圧縮、梱

包ともに１２トンとなっております。令和元年度の年間処理の実績ですが、缶が１０８トン、不

燃ごみが６２６トンとなっております。 

 次にハ、リサイクルについてお答えさせていただきます。当町のリサイクル率は、県下の他市

町村の比べて低いが、過去の取り組みと合わせて低い理由はについてでございますが、まずは、

長野広域連合で集約した令和元年度の管内市町村の資源回収の状況によりますと、坂城町の１人

当たりの資源物の回収総量でございます。それは管内市町村の平均より４７．４６％少ない状況

であります。分別品目で見ますと、缶とか瓶につきましては、同程度の回収量である一方で、管

内平均よりもペットボトルの回収量は約５４％、プラスチック製容器包装が４３％、紙類が

３４％、それぞれ少ない状況となっています。 

 また、環境省が毎年実施し公表している一般廃棄物処理事業等実態調査の廃棄物の総排出量に

対して、資源化される物の回収量の比率をリサイクル率として算出した結果によりますと、平成
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３０年度の当町のリサイクル率は１２．０％となっておりまして、７７市町村中７６位という結

果になっております。廃棄物として排出している量に対し、資源物の回収量が少ない結果となっ

ておりますが、これらのデータはあくまで市町村が収集して把握している収集量からの数値でご

ざいまして、事業者がみずから排出責任として、サービスの一環として実施している店舗回収、

資源物の回収、最近多いですが、そういったものは含まれていないという状況になっております。

当町の傾向として、分別に大変ご協力いただいている方が多くいらっしゃる一方で、可燃性の資

源物全体の回収量が低いという結果から見れば、全体的には資源物を可燃ごみに混ぜ込んで排出

している傾向もあるのではないかと推測されるところでございます。なお、先ほども申しました

が、缶や瓶につきましては、適正な排出をしていただいており、先ほどお示ししました長野広域

連合管内の回収量結果から見ても、他市町村と同程度の回収量となっております。 

 紙類、布類、ペットボトルやプラスチック製容器包装は、燃やせばごみ、分ければ資源という

ことで、１回限りではなく、２回、３回と資源を循環できるよう引き続き啓発してまいりたいと

考えているところでございます。なお、回収された資源物を品質で見た場合、他市町村では、収

集後に手作業で品質を高める分別作業をしているところもある中で、当町のプラスチック製容器

包装は、ほぼ家庭から排出された状況のまま、圧縮、梱包すれば、引き取りが可能な品質という

ことを維持されておりまして、葛尾組合から引き取りを行っている日本容器包装リサイクル協会

からは、再商品化に支障がなく、引き続き、品質の維持をお願いするという最高評価をいただい

たという状況でございます。これは、町民の皆さんが適切に分別したり、汚れた状態で出さない

ように、努力いただいている成果でありまして、この場をお借りして感謝申し上げる次第でござ

います。 

 引き続き、回収品質の維持をしつつ、家庭及び事業所内での分別排出の促進により、資源物回

収量が増えることが重要と考えるところでございまして、町としましても、引き続き、町民の皆

さん、事業所の皆さんに分別の徹底と可燃ごみの減量を啓発していきたいと考えているところで

ございます。 

 次に、過去の取り組みとリサイクル率向上のための方策はについてでありますが、町ではこれ

まで生ごみ処理機及び堆肥化容器購入に対しての補助や、住民団体による集団回収に対しての補

助、それから日曜日に紙類、プラスチック容器包装などの資源物を排出できるようにサンデーリ

サイクルの実施、これは平成２６年から月１回を２回に増設しました。紙類の分別の簡略化、紙

類の回収促進のためにリサイクルボックスを設置、また綿以外の物や古着や布類として収集して

いる物の収集範囲を拡大するなどのほかに、ごみ減量化推進委員さんとともに、地域での懇談会

を開催、また事業所に対しましては、ごみの減量化のための資料を配付し、啓発しているなどの

取り組みを行ってきました。 

 今後は、来年１０月から試験運転が始まるＢ焼却施設への移行を、資源物やごみの出し方に関
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心が高まる機会と捉えて、地域や事業所への案内とともに、引き続き、出前講座の開催の実施、

また小学生を対象とした環境学習を行いながら、資源物の分別促進と可燃ごみの減量を周知して

まいりたいと考えているところでございます。 

 また、現在は、可燃ごみとして処理しております製品プラスチックにつきましても、収集品目

対象とする方針が、国として固まっておりまして、令和４年度以降の施行を目指して、現在環境

省、経済産業省、両省で、法案の作成作業を行っているところでございます。いずれにしまして

も、資源循環の促進には、消費者、市町村、事業者、それぞれの役割を果たすことが必要であり

ますので、今後、国の動きにも対応する中で、取り組んでいきたいと考えているところでござい

ます。 

 次に、生ごみの自己処理、分別収集、資源化についてどう考えるかについてでございますが、

町では平成５年度より、生ごみ堆肥化処理機の購入に伴う補助を行っておりまして、これまでは

累計生ごみ処理機は５１３件、堆肥化容器は８４１件、合わせて１，３５４件の補助の実績とな

っております。 

 また、平成２２年度より発足しましたごみ減量化推進委員会は、地域でごみの減量化資源化懇

談会を開催する中で、特に生ごみは捨てればごみ、分けて利用すれば堆肥になるなどの減量化に

ついて啓発してまいりました。先ほど、答弁でも申し上げましたように、葛尾組合に排出される

可燃ごみの組成分析結果から見ても、生ごみの割合は、年々減少傾向であります。家庭での生ご

み減量に大きな効果を発揮しているものと考えているところでございます。 

 なお、生ごみの分別収集、資源化につきましては、各家庭から分別収集するシステムの構築や

堆肥化施設への理解や運営方法、その他発生した堆肥、そういったものの活用など、現在のとこ

ろは、解決すべき課題は大変多いと考えているところでございます。 

２番（小宮山君）  たくさんの答弁ありがとうございました。頭がちょっとこんがらがっているの

ですが、坂城町の１人当たりの１日のごみの排出量、それが割とこの長野広域の中でも、あるい

は県下の中でも多いのだということは分かりました。それと、だけどそれって今のご説明聞いて

いると、余り重要なことでもないような気がしてきました。なぜかと言いますと、坂城町の場合、

事業系のごみがかなりあるということなもんだから、１人１日当たりのごみの排出量というのは、

事業系も家庭系も全部合算して、それを人口で割って出しているということですから、ある程度、

坂城町が１人当たり、１日１人当たりのごみの排出量が多いからといって、それ自体余り問題で

はないのかなということが、今のご説明で分かりました。 

 それで、本年は、平成１３年度から５年ごとに策定されてきた一般廃棄物処理基本計画の、第

４次の最終年度に当たるということであります。まだ令和２年度が終わっていませんが、計画に

あった平成２７年度実績に対する平成３２年度、つまり今年のことですが、その減量１０％、そ

の削減目標は達成できそうでしょうか。これ、この１０％削減目標というのは、家庭系可燃ごみ
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とか事業系可燃ごみに関しての目標のようですが、それは達成できそうでしょうかどうか、お聞

きします。 

住民環境課長（関君）  坂城町一般廃棄物処理基本計画で定めた、ごみの減量化目標に対して実績

見込みはというご質問をいただきました。現在、坂城町一般廃棄物処理計画は、先ほどのお話の

とおりご案内のとおり、平成２８年度から令和２年度の計画期間として、平成２７年度に定めた

ものでございます。減量化の方策の取り組みをしながら、家庭系可燃ごみにつきましては、平成

２７年度実績に対して、令和２年度のごみ減量目標１０％減、それから同じく事業系の可燃ごみ

につきましても、１０％の減を目標を定めております。これまでの年度別の経過でございますけ

れど、まず、家庭系の一般可燃ごみにつきましては、平成２８年度が２７年度実績に対しまして、

１年間でマイナス４．４８％減りました。同じく２７年度に対しまして、２９年度のときはマイ

ナス６．８１％と非常に大きく減量になってきていました。 

 ところが、ここまでが順調に減量化されてきたんですけれど、平成３０年度のときはマイナス

６．０１％、２７年度に対してです。それから、令和元年度がマイナス４．６４％、これも

２７年度に対してです。今年度は、新型コロナウイルスの影響もありまして、各月の収集量が、

かなりばらつきがございます。このままの推移で考えますと、最終的に５年間の減量化率は、マ

イナス３．３５％ぐらいになるのではないかと予測しておるところでございます。 

 一方で、事業系可燃ごみにつきましては、これは事業活動にかなり影響されるものでございま

す。平成２８年度末が２７年度実績に対しましてマイナス４．１３％、２９年度末にはマイナス

３．６１％、３０年度がマイナス２．１５％、令和元年度末にはマイナス２．２６％、２７年度

に対してです。このようになっておりましたが、今年度に限っては新型コロナウイルスの影響も

あって、ほとんどの月で事業系の排出量が減少しました。ですので、このままの推移で考えます

と、最終的には、５年間の減少率が一気に減りまして、マイナス１０．２％と大きく減少するこ

とが予測されております。 

 ですので、令和２年度の最終結果、これは当然まだ出ておりません。ですが、２７年度に定め

た坂城町一般廃棄物処理計画の計画目標であるそれぞれ１０％減という目標に対しましては、家

庭系可燃ごみにつきましては、厳しい状況であるのに対しまして、事業系可燃ごみに関しまして

は、数字的には目標を達しているということが予測されるという状況になっております。 

２番（小宮山君）  １０％削減というのは、事業系に関しては１０．２％でしたっけ、達成すると

いうことで、ただ事業系も令和元年度かな、いただいた資料によると、その段階では、家庭系可

燃ごみよりも、ずっとその削減目標を達していないように思われますが、そういうことだと思い

ます、いいです。 

 それで、なら私は１０％の削減目標、５年後の１０％の削減目標というのを立ててやっていく

のは、おおむね妥当なのかなと思っております。 
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 ただ、この前第６次坂城町長期総合計画の素々案というのをいただきまして、それを見ました

ところ、５年後の令和７年度の目標値が、令和元年の家庭系ごみ排出量２，４５６トンを基準値

にしたとき、令和７年度の目標値は、マイナス５％というふうに設定してありました。それで、

ちょっと首かしげて。その長期総合計画と恐らくその一般廃棄物処理基本計画というのは、整合

性持たせるであろうと思いますもんで、今までの１０％削減目標というのが、どうして５％にな

っちゃったのかなということが疑問であります。そのことはいかがでしょうか。 

住民環境課長（関君）  総合計画には５％減となっているけれど、その根拠はということについて

なんですけれど、現在、事業系も可燃系も年度途中ということで、どの程度の数字が出てくるの

かというのは、あくまでも予測値となっております。その中で、５％と入れさせていただいてお

りますが、一般廃棄物処理基本計画を今年策定する予定になっております。その策定する計画が、

ある程度、例えば年末、１月、２月というものを過ぎると、ある程度の数字が出てくるかなと思

っております。そのときに、やはり１０％削減をするべきだというふうに計画策定がされる形に

なった場合につきましては、それに合わせて総合計画のほうも直していかれればというふうに考

えているところでございます。 

２番（小宮山君）  分かりました。よく分かりました。ならば、１０％の削減目標を設定して、そ

れをごみの総排出量の減量化ですよね、それを実現していければと、私も思います。 

 それで、ごみの割合と総量のことについてはこれぐらいにしまして、ごみの中身ですよね、さ

っき組成割合のことをお聞きしましたけれども、細かい数字は割愛しますけれども、可燃ごみの

減り方に比べて、資源ごみが極端に減って、極端というかかなり減っております。資料もありま

すけれども、結論的にはそうです。可燃ごみも多少減ったりして、ちょっと上がったり、横ばい

みたいな状態に対して、資源ごみの回収が、非常に少ないということを実績データから見ていま

すとはっきり分かりました。 

 それで、なおも見てみると、紙類の回収が資源ごみになる、紙類の回収量というのが、非常に

四十何％という感じで下がっています。それはどう考えたらよろしいのでしょうか。 

住民環境課長（関君）  紙類の回収の関係の減少幅についてでございますが、これは私どもも非常

に回収量の量が激減している資源物の回収量の中に、特に減っているなというのは、私どももこ

れは理解しておりまして見ているんですが、最近のお買い物の関係を見てみますと、やはり店舗

回収をされていて、お店で特に紙類については、比重が非常に重いので、紙類を出すということ

に関しては、非常に左右します。 

 これは、ほかの市町村にも聞いてみたんですけれど、やはりほかの市町村も紙類の回収量、い

わゆる町が回収する集団回収も含めて、その量というのは、どこの市町村も減少傾向にあるとい

うお話を聞いております。その分析はどういうふうにされていますかとお聞きしたんですが、私

どもが想定していた店舗回収、特に買い物に行ったときに資源ボックスというのがあるんですが、
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そういうところを各店舗が設置している件数が、非常に最近多うございます。そこにポイントを

つけて、ポイント制にしているところも非常に多うございまして、そういったところの回収が非

常に多いかなというふうに思っております。 

 当町としましては、紙の収集が少なくなっても、仮にその回収が少なくなっても、そちらのほ

うで資源を活用していただければ、それはそれでいいんじゃないかなというふうに思っておりま

す。ただ、そうしますと、紙の資源が、一体どのくらい進んでいるのかというのは分からないと、

市町村それぞれ分からないという状況があって、そこはちょっと課題の１つかなというふうに思

っておりますが、資源につきましては、そんなように考えているところでございます。 

２番（小宮山君）  そうですね、店舗回収って出している部分が多いと。それで、今課長さんがお

っしゃられたとおり、そこで資源が活用されるんであれば、それは構わない、私もそれは同感で

あります。ただちょっと分かんないのは、紙類だけじゃなくて、ペットボトルとかほかのトレー

とか、そういうのも店舗回収はされているわけですよね。そういうのは割と紙類に比べると店舗

回収されている部分というのは、余りないのがちょっと不思議なんです。それでどうしてかなと

思ったときに、新聞、紙類といった場合の新聞の読む方が少なくなって、それでだから新聞とか

雑誌の出版物の総量が減っていること、それが原因の１つとして考えられないでしょうか。 

住民環境課長（関君）  申し訳ございません。坂城町民がほかの町民と比べて新聞を購読する量が

減っているとか、全体的に減っているとかということについては、ちょっと調査をしていないの

で、こちらのほうではちょっと分からない状況ではございます。 

 ただ、ペットボトルに関しましても、プラスチック製容器包装に関しましても、店舗によって

は回収しているところがあったりとかなかったりすることもございます。そちらにつきましても、

資源物の回収量、それを除いても坂城町の資源物の回収量、可燃性の──可燃性といっていいか

分からないんですけど──資源物の回収量は少ないという状況になっております。 

２番（小宮山君）  すみません、もう１点だけこのことに対して。先ほど、組成割合のことあれし

たとき、紙類が五十二．何％とかということで、かなり多かったんですけれども、燃えるごみ、

可燃物の中に、どうして半分以上も紙類が入っているんでしょうか。どうお考えですか。 

住民環境課長（関君）  再質問で、可燃ごみの中に紙類がなぜ多いのかというご質問でございます。 

 １点は、ちょっとこれは想像の部分でございますけれど、やはり紙類の中で例えばティッシュ

ですとか、それから台所でもキッチンペーパーですとか、そういった物、使ってすぐ捨てられる

便利さというものは、非常に最近増えているかなというふうに思っております。 

 それから、もしかしたら、そういった新聞ですとか、雑誌まで入っているかどうか分からない

んですが、チラシですとか、そういったものを、資源として回収するよりも、可燃物として出し

たほうが便利だというふうに、もし考えてしますとすれば、そちらのほうに入ってしますのでは

ないかと、これはあくまで想像でございますが、そういったところでございます。 
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２番（小宮山君）  キッチンペーパーなんかそんなに重くないですよね、それは……。結構でござ

います。 

 ちょっとリサイクルについて、再度質問します。リサイクル率低いんですよね、坂城町、先ほ

ど７６位でしたっけ。私も環境省のホームページで見れるんですよね、あれ。それで見たところ、

全国の市町村の。そしたら、平成２７年度のリサイクル率は１５％、坂城町のリサイクル率です。

それから平成２８年は１４．４％、平成２９年は１３．１％、それから平成３０年は１２％、こ

れ毎年、毎年、リサイクル率下がっているんですよね。県下の順位としては、下から２番目とか

３番目とか、年によっては４番目のときもあったかな、そんな具合なんですけれども、そのリサ

イクル率は年々減ってきているということについてはどうお考えでしょうか。 

住民環境課長（関君）  リサイクル率につきましては、先ほども若干答弁させていただきましたが、

ほかの市町村に比べて、リサイクルの分子というか回収する資源物につきましては、坂城町は市

町村の平均と比べて少ないという状況でございます。やっぱり紙類の回収については、非常に先

ほども申しましたが、少なくなってきているという状況でございます。それが、先ほども申しま

したが、店舗回収にいっているのであれば、それはそれでリサイクル率が下がったとしても、実

際に紙が資源化になっているのであれば、それはそれでいいので、リサイクル率が低いのは、市

町村としてはよくないということではございますが、そういったことで資源物全体が資源化され

ているのであれば、それはいいのではないかと考えているところでございます。 

２番（小宮山君）  店舗回収ってのはこれ、坂城町だけじゃないですよね。特に坂城町の場合、

スーパーがそんなにはないですし、だから坂城町が特別──コンビニは比較的多いとは聞いてい

ますが、それほど店舗回収のことが原因で、そっちのほうでリサイクルしているからいい、確か

にそうなんですけれども、ちょっとこれだけの数字、リサイクル率ということを考えると、店舗

回収の部分があるからというだけでは、ちょっと説明、納得できないんですが。 

住民環境課長（関君）  答弁の仕方がちょっとまずかったのかもしれませんが、リサイクル率が店

舗回収に行ってしまっているからいいということではなくて、どこの市町村も店舗にリサイクル

ボックスを設けているところがありまして、それにつきましては、各市町村が特に紙類も含めた

資源物というのは、どこの市町村も今、どちらかというと減少傾向になっております。ですので、

それがあるから坂城町がいいんだということではなくて、坂城町自身の資源物の回収する方法が、

もし燃えるものと一緒になってしまっているのであれば、それを分別するようにすることで、そ

ういう方策をしていかなければいけないのではないかということの答弁をさせていただきました。 

２番（小宮山君）  分かりました。次のテーマに移らせてもらいます。 

 Ｂ施設は、来年１０月から試運転に向けて建設は順調に進んでいると聞いています。当町も今

後お世話になるＢ施設について、基本的なことから、これ、私知らなかったもんで、来年の試運

転開始に合わせて町民の皆様も知っておいたほうがいいんじゃないかと思いまして、いろいろ質
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問いたします。 

 ２、長野広域連合Ｂ焼却施設について、質問だけ言います。 

 イ、施設建設の費用について、①総額はどれぐらいか、また、建設費用の当町の負担割合、負

担額は。 

 ロ、焼却炉についてなんですが、①葛尾組合焼却場と比べ、主に何が違うか。②焼却能力、処

理能力は、１日最大１００トンと聞いていますが、１００トンの根拠は。③焼却炉構成、焼却方

式は。葛尾とは違っているかどうかということも含めてです。④今までの分別方法や焼却対象物

に、これから変化は起こるのか。Ｂ施設に移るに当たってです。 

 ハ、余熱有効利用について、焼却する過程で発生する熱エネルギー、余熱はどのように有効利

用されるか。 

 以上、質問いたします。 

町長（山村君）  ただいま小宮山議員さんから２番目の質問としまして、仮称の長野広域連合Ｂ焼

却施設について、イ、ロ、ハとご質問をいただきました。最近なぜか私の質問になると、残り

１０分というのが多いんですけど、手短に申し上げたいと思っております。 

 まず、長野広域連合管内のごみ処理施設につきましては、長野地域ごみ処理広域化基本計画に

基づき広域的に整備を進め、Ｂ焼却施設につきましては、当町と千曲市、長野市の一部の可燃ご

みを焼却する施設として、千曲市屋代地区に建設を進めております。平成２１年に千曲市が建設

候補地を決定し、建設予定地区と度重なる交渉を重ね、平成２９年には、ようやく基本協定が締

結されたというところであります。本来であれば、令和３年４月から本格稼働する予定でありま

したけども、さらに令和元年の東日本台風の影響で工事現場が浸水したということで工期が遅れ

まして、また、葛尾組合の地元であります中之条区の皆さんにもご理解いただく中で、工事延長

もやむなしということでございました。 

 Ｂ焼却施設の現在の工事の状況でございますが、工程の見直し後は予定どおり進みまして、現

在は、工場棟の躯体やプラント設備の工事のほか、管理棟などの基礎工事を行っているというと

ころではございます。令和３年１０月より、当町及び千曲市から排出される可燃ごみ全量を焼却

する試験運転が開始される予定であり、令和４年４月の本格稼働に向けて準備が進められている

というところであります。 

 新施設への移行には支障のないよう協議を重ねて対応するとともに、葛尾組合焼却施設跡地の

利活用についても、今後検討していくというところでございます。 

 ご質問の（イ）Ｂ焼却施設の建設費につきましては、約９２億２千万円となっております。施

設建設費の関係市町村の負担割合は、人口割１０％、ごみ量割９０％となっていることから、令

和１８年までの公債費を含めた当町の負担額は約２億６，５００万円、関係市町村負担総額に対

する当町の負担割合は約３％となっております。 
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 引き続きまして、（ロ）焼却炉についてでありますが、葛尾組合焼却施設との違いについては、

葛尾組合焼却炉が処理能力を日量４０トンを２炉の合計８０トンに対しまして、Ｂ焼却施設は日

量５０トンを２炉の合計１００トンとなっております。 

 併せて、葛尾組合焼却施設にはなかった日量１０トンの溶融炉を有し、焼却炉から排出される

焼却灰などを溶融することで、灰の減量化と無害化を図っているということです。また、発電施

設を有しまして、焼却した熱を利用して、蒸気発電タービンにより約２千キロワットの発電を行

う予定であります。 

 なお、施設内には粗大ごみの破砕機を設置し、現在、葛尾組合では引き取ることができなかっ

た可燃性の粗大ごみについても対応できる施設となっております。 

 次に、日量１００トンとした根拠についてでありますが、長野地域全体の可燃ごみ総量から検

討するとともに、施設の安心、安全を重視し、県条例で対象となる環境影響評価対象となる

９６トン以上とすることとされました。平時の処理量９６トンのほか、災害時の対応として災害

ごみ処理量を４トンとしまして１００トンということであります。 

 なお、当町、千曲市から排出される可燃ごみのほか、長野市の一部からの焼却分を加える予定

となっており、今後、関係市町村から排出される可燃ごみの推移を見る中で、長野市のエリアを

決定していくとされております。 

 また、焼却方式は、可燃ごみを火格子、これ、ストーカですね、この上を移動させながら乾燥、

燃焼を行う、いわゆるストーカ式焼却炉を採用しており、２４時間運転を行い、安全に運転でき

るよう、２炉を約３か月に１度の定期点検を繰り返しながら運転する予定となっております。 

 次に、今までの分別方法や焼却対象に変化があるかでございますが、先ほど申し上げました可

燃性の粗大ごみを受け入れることができる施設としましたが、基本的には分別方法、焼却対象物

に変化はありません。これまでどおり適正な分別を行い、ごみ収集所へ排出していただきたいと

考えております。 

 最後に、（ハ）余熱有効利用についてでございますが、焼却する過程で発生する熱エネルギー

の利用方法は、発電した電気を施設内で利用するほか、余力電力は売電を予定しております。併

せて、蒸気からお湯を沸かし、温水は施設内で使用するとともに、体験学習棟を併設し、利用す

る予定となっております。 

 分別できるものは資源として回収することで、可燃ごみの減量化を行い、施設の延命化を図っ

ていくことは、関係市町村の今後の大きな責務であると考えているところから、引き続き町民の

皆様のご協力をいただきながら、適正な施設運営に努めてまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

２番（小宮山君）  急がせて申し訳ありません。アウトラインが分かりました。 

 １点、分別の仕方なんですけれども、現在、坂城町と千曲市ではプラスチック製品というのを
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燃料ごみとして燃やしているわけで、それで、上田広域はそれなくて不燃物として分けていると

いうことです。それで、長野市どうかというふうに思ったところ、調べたところ、長野市の場合

は、プラスチック製品でも柔らかいもの、ビニールホース、ビニールシート、そういうものは可

燃ごみ、それから硬いもの、おもちゃとかバケツとか洗面器とか、そういう硬いプラスチック製

品というのは不燃ごみとして分けて焼却に回していないということで、これ、Ｂ施設が開始にな

ったら千曲市とか坂城町は今までどおり、長野市が一部入るということですけど、そちらはそち

らの今までのやり方どおりということになるんでしょうか。 

住民環境課長（関君）  プラスチックの関係の分別についてでございますが、坂城町と千曲市にお

きましては、従来どおり可燃ごみとして収集させていただきまして、Ｂ焼却施設へ運搬して焼却

する予定になっております。長野市も、長野市の収集の方法に従いまして行うことになっており

ますので、分別をするものと区分けがされたりとかする中で収集して燃やすごみになると思いま

す。 

 ただこれが、先ほど申しましたが、令和４年度、製品のプラスチックの分別が予定されている

こともございますので、そのときは、また協議をする中で状況を見て、回収するものも分別の品

目になろうかと思っておるところでございます。 

２番（小宮山君）  私、今までの葛尾の焼却炉、それと比べてＢ施設に対して非常に期待感を持っ

ているのは、発電施設を有する、その点が非常に大きいと思います。ちょっと調べたところ、日

本で──一般廃棄物発電、ごみ発電と言うそうなんですが、それの日本中の新しいタイプの焼却、

Ｂ施設みたいなその焼却場の、今、現在の発電総量というのは、一般家庭の３２１万世帯、平成

３０年度の資料だったと思いますが、３２１万世帯の年間電力使用量を賄うと、それを見てびっ

くりしました。長野県の世帯数が８３万世帯ぐらいらしいです。そうすると、長野県規模の県の

４県分をごみ発電が賄うと。サーマルリサイクルというのは、何か国際的には認められないよう

ですが、このサーマルリサイクルというのを積極的に活用しない手はないと私は思っています。

ただ、課長さんがさっき申し上げたように、今度の令和４年の法改正でもって、もしかしたらそ

の容器包装プラスチックとプラスチック製品とか一緒になって、それを資源物としてというよう

なサーマルリサイクルじゃなくて、そういう方向になるかもしれないという見通しは、非常に私、

首をかしげてしまいます。 

 それはさておき、まとまりのない質問で申し訳ありません。ごみ問題の何か目覚めたとは言い

ませんが、スタート、とば口に立ったような気がしています。いろいろありがとうございました。 

 以上で、一般質問を終わります。 

議長（西沢さん）  以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日１０日は、午前１０時から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでした。 
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（散会 午後 ４時２３分） 
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